
 

 

 

 

 

 

令和２年３月八戸市議会定例会 

 

 

 

提  出  議  案 



３ 月 市 議 会 定 例 会 に 付 議 す べ き 事 件 
 
 

議案第１号 令和２年度八戸市一般会計予算 
  

別冊   
 

議案第２号 令和２年度八戸市自動車運送事業会計予算 
  

別冊   
 

議案第３号 令和２年度八戸市立市民病院事業会計予算 
  

別冊   
 

議案第４号 令和２年度八戸市下水道事業会計予算 
  

別冊   
 

議案第５号 令和２年度八戸市国民健康保険特別会計予算 
  

別冊   
 

議案第６号 令和２年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計予算 
 

別冊  
 

議案第７号 令和２年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会   

 計予算 
  

別冊   
 

議案第８号 令和２年度八戸市学校給食特別会計予算 
  

別冊   
 

議案第９号 令和２年度八戸市公共用地取得事業特別会計予算 
  

別冊   
 

議案第10号 令和２年度八戸市駐車場特別会計予算 
  

別冊   
 

議案第11号 令和２年度八戸市中央卸売市場特別会計予算 
  

別冊   
 

議案第12号 令和２年度八戸市霊園特別会計予算 
  

別冊   
 

議案第13号 令和２年度八戸市介護保険特別会計予算 
  

別冊   
 

議案第14号 令和２年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計   

 予算 
  

別冊   
 

議案第15号 令和２年度八戸市後期高齢者医療特別会計予算 
 

別冊  
 

議案第16号 令和２年度八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特   

 別会計予算 
  

別冊   
 

議案第17号 令和２年度八戸市産業団地造成事業特別会計予算 
  

別冊   
 

議案第18号 令和元年度八戸市一般会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第19号 令和元年度八戸市自動車運送事業会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第20号 令和元年度八戸市立市民病院事業会計補正予算 
  

別冊   
 



議案第21号 令和元年度八戸市国民健康保険特別会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第22号 令和元年度地方卸売市場八戸市魚市場特別会計補正   

 予算 
  

別冊   
 

議案第23号 令和元年度八戸市都市計画土地区画整理事業特別会   

 計補正予算 
  

別冊   
 

議案第24号 令和元年度八戸市学校給食特別会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第25号 令和元年度八戸市都市計画下水道事業特別会計補正   

 予算 
  

別冊   
 

議案第26号 令和元年度八戸市都市計画駐車場特別会計補正予算 
 

別冊  
 

議案第27号 令和元年度八戸市中央卸売市場特別会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第28号 令和元年度八戸市霊園特別会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第29号 令和元年度八戸市農業集落排水事業特別会計補正予   

 算 
  

別冊   
 

議案第30号 令和元年度八戸市介護保険特別会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第31号 令和元年度八戸市国民健康保険南郷診療所特別会計   

 補正予算 
  

別冊   
 

議案第32号 令和元年度八戸市後期高齢者医療特別会計補正予算 
 

別冊  
 

議案第33号 令和元年度八戸市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特   

 別会計補正予算 
  

別冊   
 

議案第34号 令和元年度八戸市産業団地造成事業特別会計補正予   

 算 
  

別冊   
 

議案第35号 八戸市副市長に選任する者につき同意を求めること   

 について 
  

７   
 

議案第36号 八戸市教育委員会教育長に任命する者につき同意を   

 求めることについて 
  

９   
 

議案第37号 八戸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する   

 条例の制定について 
  

13   
 

議案第38号 八戸市職員の退職年金等条例を廃止する条例の制定   

 について 
  

15   



議案第39号 八戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業   

 の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する   

 条例の制定について 
  

17   
 

議案第40号 八戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ   

 いて 
  

27   
 

議案第41号 小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築本棟工事請負の一部   

 変更契約の締結について 
  

31   
 

議案第42号 小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築電気設備工事請負の   

 一部変更契約の締結について 
  

33   
 

議案第43号 小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築機械設備工事請負の   

 一部変更契約の締結について 
  

35   
 

議案第44号 東部終末処理場水処理施設増築建築工事請負契約の   

 締結について 
  

37   
 

議案第45号 新大橋撤去工事（その１）請負の一部変更契約の締   

 結について 
  

39   
 

議案第46号 新大橋撤去工事（その５）請負の一部変更契約の締   

 結について 
  

41   
 

議案第47号 損害賠償の額を定めることについて 
 

43  
 

議案第48号 八戸市景観条例の一部を改正する条例の制定につい   

 て 
  

45   
 

議案第49号 八戸市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定に   

 ついて 
 

49  
 

議案第50号 八戸市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償   

 等条例の一部を改正する条例の制定について 
 

51  
 

議案第51号 八戸市監査委員に関する条例の一部を改正する条例   

 の制定について 
 

53  
 

議案第52号 八戸市こども支援センター条例の一部を改正する条   

 例の制定について 
 

55  
 

議案第53号 八戸市中央卸売市場条例の一部を改正する条例の制   

 定について 
 

57  
 
 



議案第54号 地方卸売市場八戸市魚市場条例の一部を改正する条   

 例の制定について 
 

73  
 

議案第55号 八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改   

 正する条例の制定について 
 

81  
 

議案第56号 八戸市福祉センター条例の一部を改正する条例の制   

 定について 
 

83  
 

議案第57号 八戸市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準   

 を定める条例の制定について 
  

85   
 

議案第58号 八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関   

 する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定   

 について 
  

99   
 

議案第59号 八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関   

 する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定   

 について 
  

101   
 

議案第60号 八戸市総合保健センター条例の制定について 
 

103  
 

議案第61号 八戸市休日夜間急病診療所条例の一部を改正する条   

 例の制定について 
 

109  
 

議案第62号 八戸市休日歯科診療所条例の制定について 
 

111  
 

議案第63号 八戸市保健所条例の一部を改正する条例の制定につ   

 いて 
 

113  
 

議案第64号 八戸市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の   

 制定について 
 

115  
 

議案第65号 八戸市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例の   

 制定について 
 

117  
 

議案第66号 八戸市立市民病院事業の設置及び経営の基本に関す   

 る条例の一部を改正する条例の制定について 
  

119   
 

議案第67号 八戸市浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正す   

 る条例の制定について 
  

121   
 

議案第68号 八戸市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につ   

 いて 
  

123   
 
 



議案第69号 八戸市地域特別賃貸住宅条例等の一部を改正する条   

 例の制定について 
  

127   
 

議案第70号 八戸市特別会計条例の一部を改正する条例の制定に   

 ついて 
 

131  
 

議案第71号 包括外部監査契約の締結について 
 

133  
 

議案第72号 青森県新産業都市建設事業団に委託すべき事業に関   

 する計画の一部変更に係る協議について 
  

135   
 



 －７－

議案第35号 

 

   八戸市副市長に選任する者につき同意を求めることについて 

 八戸市副市長に別紙の者を選任することについて同意を求める。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  副市長を選任するためのものである。 



 －８－ 

氏 名  大 平   透 

 

 

 



 －９－

議案第36号 

 

   八戸市教育委員会教育長に任命する者につき同意を求めることについて 

 八戸市教育委員会教育長に別紙の者を任命することについて同意を求める。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  教育長を任命するため同意を求めるものである。 



 －１０－ 

氏 名  伊 藤 博 章 

 

 



 －１１－ 

 



 －１２－ 



 －１３－ 

議案第37号 

 

八戸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  保健所長の定年の特例を定めるためのものである。 

 



 －１４－ 

   八戸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 八戸市職員の定年等に関する条例（昭和59年八戸市条例第31号）の一部を次のように改正す

る。 

 附則に次の１項を加える。 

 （定年の特例） 

３ 保健所長の職にある職員の定年は、令和４年３月31日までの間、第３条の規定にかかわら

ず、年齢70年とする。 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 八戸市職員退職手当支給条例（昭和29年八戸市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  附則に次の１項を加える。 

16 保健所長の職にある職員に対する令和４年３月31日までの間における第20条の規定の適

用については、同条第２項の規定にかかわらず、同条第１項中「年齢50年」とあるのは

「年齢60年」と、「年齢60年」とあるのは「年齢70年」と、同条第４項中「年齢50年（医

療職給料表⑴適用職員にあっては、年齢55年）」とあるのは「年齢60年」とする。 

 



 －１５－ 

議案第38号 

 

   八戸市職員の退職年金等条例を廃止する条例の制定について 

 八戸市職員の退職年金等条例を廃止する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  地方公務員等共済組合法施行前の退職年金制度に基づく年金等の支給終了に伴い、当該年

金等を廃止するためのものである。 

 



 －１６－ 

   八戸市職員の退職年金等条例を廃止する条例 

 

 八戸市職員の退職年金等条例（昭和30年八戸市条例第10号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 －１７－ 

議案第39号 

  

八戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

八戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

  

八戸市長  小  林     眞 

  

  

  

理 由 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準の一部改正に伴い、副食費の実費負担について所要の改正をするとともに、そ

の他規定の整備をするためのものである。 



 －１８－ 

八戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 

八戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成

26年八戸市条例第31号）の一部を次のように改正する。 

第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第10号中「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第11号中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改め、同条中第22号を第27号とし、第17号から第21号までを５号ずつ

繰り下げ、同条第16号中「の規定において」を「において」に、「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同号を同条第21号とし、同条中第15号を第20号とし、第14

号を第19号とし、同条第13号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同号を同条第

18号とし、同条中第12号を第17号とし、第11号の次に次の５号を加える。 

⑿ 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第

213号。以下「令」という。）第４条第１項に規定する満３歳以上教育・保育給付認定子

どもをいう。 

⒀ 特定満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定する特定満３歳以上保育

認定子どもをいう。 

⒁ 満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳未満保育認定子どもをい

う。 

⒂ 市町村民税所得割合算額 令第４条第２項第２号に規定する市町村民税所得割合算額を

いう。 

⒃ 負担額算定基準子ども 令第13条第２項に規定する負担額算定基準子どもをいう。 

第３条第１項中「適切な内容」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減

について適切に配慮された内容」に改める。 

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利用者負担」を

「第13条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。 

第６条の見出し中「利用申込みに対する」を削り、同条第１項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項及び第３項中「支給認定子ども」を「教育・保

育給付認定子ども」に改め、同条第４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改め、同条第５項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第８条中「支給認定保護者」を「必要に応じて、教育・保育給付認定保護者」に改め、「支



 －１９－ 

給認定証」の次に「（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあ

っては、子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第７条第２項の規定によ

る通知）」を加え、「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に、「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第９条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第２

項中「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付

認定保護者」に改める。 

第10条及び第11条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第13条第１項及び第２項を次のように改める。 

特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者（満

３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）から当該特定教育・保

育に係る利用者負担額（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者につい

ての法第27条第３項第２号に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、

当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法第27条第３項第１号に掲げる額を

いう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。  

第13条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項各

号列記以外の部分中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同項第３号

を次のように改める。 

⑶ 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保

育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市

町村民税所得割合算額がそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める金額未満であるものに対する副食

の提供 

(ｱ) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども 77,101円 

(ｲ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ(ｲ)において同じ。） 57,700円

（令第４条第２項第６号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、

77,101円） 

イ 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基

準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別
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支援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在籍する子どもをいう。以下イにおい

て同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める者に該当す

るものに対する副食の提供（アに該当するものを除く。） 

(ｱ) 法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（そのうち最年長者

及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

(ｲ) 法第19条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除

く。）である者 

ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

第13条第４項第５号、第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改める。 

第14条第１項中「第28条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項及び第19条

において」を「第27条第１項の施設型給付費をいう。以下」に、「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者」に改める。 

第16条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第17条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定子ども又

はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第18条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「の保護者」を「に係る

教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第19条の見出しを「（教育・保育給付認定保護者に関する市への通知）」に改め、同条中

「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者」に改める。 

第20条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第13条の規定によ

り教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 

第21条第１項及び第２項ただし書、第24条（見出しを含む。）、第25条並びに第26条中「支

給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第27条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第３項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「の保護者」を「に係る

教育・保育給付認定保護者」に改める。 



 －２１－ 

第28条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第29条第１項中「第６条第４項」を「第７条第４項」に、「第６条第５項」を「第７条第５

項」に改める。 

第30条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子ども又は

教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、

「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改め、同条第３項及び第４項中

「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改める。 

第32条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第34条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同項第１号及

び第３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

第35条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第３項中「含むものとして、本章」を「、施設型給付費には特例施設型給付費（法第28条第

１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、

前節」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「とする」を「と、第13

条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第２号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除

く。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする」に改める。 

第36条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第３項中「含むものとして、本章」を「、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ

含むものとして、前節」に改め、「第13条第４項第３号中「除き、同項第２号に掲げる小学校

就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。）」とあるのは「」を「「同号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数」とあるのは「法第19

条第１項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数の総数」と、第13条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条

第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ

(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育

を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を」に改める。 

第37条第１項中「のうち、家庭的保育事業にあってはその」を「（事業所内保育事業を除

く。）の」に、「）の数を」を「）の数は、家庭的保育事業にあっては」に、「第31条」を
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「第31条第１項」に改め、「その利用定員の数を」を削る。 

第38条第１項中「利用者負担」を「第43条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に

改める。 

第39条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項中

「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ど

も（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。）」に、「支給認定子

どもが」を「満３歳未満保育認定子どもが」に改め、同条第３項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定

子ども」に改める。 

第40条第２項中「法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子

ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第41条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第42条第１項第１号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項第

３号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同条第９項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定

子ども」に改める。 

第43条第１項及び第２項を次のように改める。 

特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者か

ら当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法第29条第３項第２号に掲げる額をいう。）の

支払を受けるものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者か

ら、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額（法第29条第３項第１号に掲げる

額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

第43条第３項から第６項までの規定中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。 

第46条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第43条の規定によ

り教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 

第47条第１項及び第２項ただし書中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に

改める。 

第49条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項第２号及

び第３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

第50条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特
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定地域型保育」に、「第14条第１項中」を「第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上

保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。）について」と、第12条の見出し中「教

育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第14条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地

域型保育給付費」と、同条第１項中」に、「第28条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。

以下この項及び第19条において同じ。）」を「第27条第１項の施設型給付費をいう。以下」に、

「第30条第１項に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項及び第19条において同

じ。）」を「第29条第１項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第19条において」に改

め、「地域型保育給付費の」と」の次に「、同条第２項中「特定教育・保育提供証明書」とあ

るのは「特定地域型保育提供証明書」と」を加える。 

第51条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第２項中

「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「同項第３号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定子ど

もを」を「教育・保育給付認定子どもを」に改め、同条第３項を次のように改める。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、

特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費

（法第30条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞ

れ含むものとして、この章（第40条第２項を除き、前条において準用する第８条から第14条

まで（第10条及び第13条を除く。）、第17条から第19条まで及び第23条から第33条までを含

む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この場合において、第39条第２項中

「利用の申込みに係る法第19条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは

「利用の申込みに係る法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満３

歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同

じ。）」とあるのは「法第19条第１項第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども（第52条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する

場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「法第20条第４項の

規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、保育を受ける必要

性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用することができるよう、」

とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の

保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第１項中

「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保
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育の対象となる法第19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第29条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中

「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提

供（第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中

「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

第52条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同

条第３項中「含むものとして、本章」を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、

それぞれ含むものとして、この章」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保

育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第19条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限

る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第29条第３項第

１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供

（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳

以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをい

う。）に係る第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。 

附則第２条第１項中「法第27条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施設が」とあるの

は「当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。）をいう」とあるのは「定める額を

いう」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども（特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特

定保育所をいう。次項において同じ。）から特定教育・保育（保育に限る。第19条において同

じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ。）」に、「法第27条第３項第１号に規定

する額」とあるのは「法附則第６条第３項の規定により読み替えられた法第28条第２項第１号

に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」を「当該特定教育・保育」と

あるのは「当該特定教育・保育（特定保育所における特定教育・保育（保育に限る。）を除

く。）」に改める。 

附則第３条を次のように改める。 

第３条 削除 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第40号 

 

八戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

共同住宅等における共用部分のエネルギー消費量を算定しない場合の建築物エネルギー消

費性能向上計画認定手数料等を定め、その他所要の改正をするためのものである。 
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八戸市手数料条例の一部を改正する条例 

 

八戸市手数料条例（昭和27年八戸市条例第13号）の一部を次のように改正する。 

別表第６の５の表備考を同表備考第１項とし、同表備考に次の１項を加える。 

２ 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促

進のために誘導すべき基準（平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第119号）

において共用部分を評価しない方法により一次エネルギー消費量を算出した場合の低炭

素建築物新築等計画認定申請手数料又は低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の

額は、当該共用部分を除いて算定した額とする。 

別表第６の６の表３の項第１号中「掲げる基準」を「規定する建築物エネルギー消費性能誘

導基準（以下この表において「建築物エネルギー消費性能誘導基準」という。）」に改め、同

項第２号並びに同表４の項第１号及び第２号中「法第30条第１項第１号に掲げる基準」を

「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に改め、同表５の項第２号ア(ｱ)中「第１条第１項第

２号イ⑴」を「第１条第１項第２号イ⑴(ⅰ)」に改め、同号ア(ｲ)中「第１条第１項第２号イ

⑵」を「第１条第１項第２号イ⑵(ⅰ)又は⑶」に改め、同号イ(ｱ)中「第１条第１項第２号イ

⑴」を「第１条第１項第２号イ⑴(ⅰ)又は(ⅱ)」に改め、同号イ(ｲ)中「第１条第１項第２号イ

⑵」を「第１条第１項第２号イ⑵(ⅱ)又は⑶」に改め、同号エ(ｱ)ａ中「第１条第１項第２号

イ⑴」を「第１条第１項第２号イ⑴(ⅰ)又は(ⅱ)」に改め、同号エ(ｱ)ｂ中「第１条第１項第２

号イ⑵」を「第１条第１項第２号イ⑵(ⅰ)若しくは(ⅱ)又は⑶」に改め、同表備考第４項中

「５の項第１号」の次に「（第１項の規定が適用される場合にあっては、同項）」を加え、同

項を同表備考第６項とし、同表備考第３項中「法第30条第１項第１号に掲げる基準」を「建

築物エネルギー消費性能誘導基準」に改め、「４の項第１号」の次に「（第１項の規定が適用

される場合にあっては、同項）」を加え、同項を同表備考第５項とし、同表備考第２項中「法

第30条第１項第１号に掲げる基準」を「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に改め、「３

の項第１号」の次に「（第１項の規定が適用される場合にあっては、同項）」を加え、同項を

同表備考第３項とし、同項の次に次の１項を加える。 

４ 法第29条第３項に掲げる事項を記載した建築物エネルギー消費性能向上計画に係る

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上

計画変更認定申請手数料の額は、同項に規定する申請建築物に係る当該手数料の額及び

同項に規定する他の建築物に係る当該手数料の額を合算した額とする。 

別表第６の６の表備考第１項中「４の項」の次に「（前項の規定が適用される場合にあって

は、同項）」を加え、同項を同表備考第２項とし、同表に備考第１項として次のように加える。 



 －２９－ 

１ 共同住宅等若しくは複合建築物に係る計画認定を受けようとする者、計画変更認定を

受けようとする者又は法第36条第１項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に

適合している旨の認定を受けようとする者が当該共同住宅等又は複合建築物の共用部分

（住戸以外の住宅の用途に供する部分をいう。）について省令第１条第１項第１号イに

規定する設計一次エネルギー消費量を算定していない場合における建築物エネルギー消

費性能向上計画認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数

料及び建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の額は、３の項から５の項ま

での規定にかかわらず、それぞれ次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。 

 ⑴ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料については３の項、建築物エネ

ルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料については４の項、建築物エネルギー消

費性能基準適合認定申請手数料については５の項の規定により算定した額 

  ⑵ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料については３の項、建築物エネ

ルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料については４の項、建築物エネルギー消

費性能基準適合認定申請手数料については５の項のうち次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に読み替えることとした場合の当

該読替え後の規定により算定した額 

３の項第１号エ(ｱ)

及び第２号エ(ｱ)、

４の項第１号エ(ｱ)

及び第２号エ(ｱ)並

びに５の項第１号エ

(ｱ)並びに第２号エ

(ｱ)ａ及びｂ 

総戸数 省令第１条第１項第２号イに規定す

る単位住戸の床面積の合計 

１戸を超え４戸以内 300平方メートル未満 

４戸を超え15戸以内 300平方メートル以上2,000平方メー

トル未満 

15戸を超え45戸以内 2,000平方メートル以上5,000平方メ

ートル未満 

45戸を超える 5,000平方メートル以上の 

５の項第１号イ並び

に第２号イ(ｱ)及び

(ｲ) 

総戸数 省令第１条第１項第２号イに規定す

る単位住戸の床面積の合計 

４戸以内 300平方メートル未満 

 ４戸を超え15戸以内 300平方メートル以上2,000平方メー

トル未満 

 15戸を超え45戸以内 2,000平方メートル以上5,000平方メ

ートル未満 

 



 －３０－ 

 45戸を超える 5,000平方メートル以上の 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 －３１－ 

議案第41号 

 

   小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築本棟工事請負の一部変更契約の締結について 

 小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築本棟工事の請負について、別紙のように一部変更契約を締結

する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  先に請負契約を締結した小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築本棟工事について、設計変更によ

り契約額及び期間を変更するためのものである。 

 



 －３２－ 

契約額「1,944,800,000円」を「2,051,995,000円」に変更する。 

期間「契約締結の翌日から令和２年３月31日まで」を「契約締結の翌日から令和２年11月27

日まで」に変更する。 



 －３３－ 

議案第42号 

 

   小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築電気設備工事請負の一部変更契約の締結について 

 小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築電気設備工事の請負について、別紙のように一部変更契約を

締結する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  先に請負契約を締結した小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築電気設備工事について、設計変更

により期間を変更するためのものである。 

 



 －３４－ 

期間「契約締結の翌日から令和２年３月31日まで」を「契約締結の翌日から令和２年11月27

日まで」に変更する。 



 －３５－ 

議案第43号 

 

   小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築機械設備工事請負の一部変更契約の締結について 

 小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築機械設備工事の請負について、別紙のように一部変更契約を

締結する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  先に請負契約を締結した小中野地区荷さばき所Ｄ棟改築機械設備工事について、設計変更

により期間を変更するためのものである。 

 



 －３６－ 

期間「契約締結の翌日から令和２年３月31日まで」を「契約締結の翌日から令和２年11月27

日まで」に変更する。 



 －３７－ 

議案第44号 

 

   東部終末処理場水処理施設増築建築工事請負契約の締結について 

 東部終末処理場水処理施設増築建築工事について、別紙のように請負契約を締結する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  東部終末処理場水処理施設増築建築工事の請負契約を締結するためのものである。 



 －３８－ 

１ 場 所  八戸市江陽三丁目１番111号 

２ 契約額  311,190,000円 

３ 期 間  契約締結の翌日から令和３年３月31日まで 

４ 契約者  八戸市売市三丁目２番16号 

        穂積建設工業株式会社 

        代表取締役 石 亀 順 大 

５ その他  請負契約内容細部については、八戸市財務規則による。 



 －３９－ 

議案第45号 

 

   新大橋撤去工事（その１）請負の一部変更契約の締結について 

 新大橋撤去工事（その１）の請負について、別紙のように一部変更契約を締結する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  先に請負契約を締結した新大橋撤去工事（その１）について、設計変更により契約額を変

更するためのものである。 

 



 －４０－ 

 契約額「125,696,936円」を「163,097,000円」に変更する。 



 －４１－ 

議案第46号 

 

   新大橋撤去工事（その５）請負の一部変更契約の締結について 

 新大橋撤去工事（その５）の請負について、別紙のように一部変更契約を締結する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  先に請負契約を締結した新大橋撤去工事（その５）について、設計変更により契約額を変

更するためのものである。 

 



 －４２－ 

 契約額「139,461,300円」を「207,174,000円」に変更する。 



 －４３－ 

議案第47号 

 

   損害賠償の額を定めることについて 

 医療事故に係る損害賠償の額を別紙のとおり定める。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  平成30年９月27日に市民病院で行った脳動脈瘤コイル塞栓術に係る医療事故について、損

害賠償の額を定めるためのものである。 

 



 －４４－ 

１ 金額  11,000,000円 

２ 条件  これに係るその他一切の請求をしないこと。 

 



 －４５－ 

議案第48号 

 

八戸市景観条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市景観条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

景観重点地区を設け、同地区において届出を要する行為に係る対象範囲及び事前協議手続

を定めるためのものである。 



 －４６－ 

八戸市景観条例の一部を改正する条例 

 

八戸市景観条例（平成19年八戸市条例第15号）の一部を次のように改正する。 

第６条中第３項を第５項とし、第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加える。 

２ 市長は、特に重点的に景観づくりを進める必要があると認める地区を、景観計画に景観重

点地区（以下「重点地区」という。）として指定することができる。 

３ 前項の規定により重点地区を指定しようとするときは、市長は、景観計画に当該地区の景

観づくりのために必要な事項を定めるものとする。 

第８条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、重点地区内における法第16条第７項第11号の条例で定める行

為は、景観計画において指定された重点地区ごとに規則で定めるものとする。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（事前協議） 

第９条の２ 重点地区内において法第16条第１項又は第２項の規定による届出に係る行為の

うちそれぞれ規則で定める規模に関する要件に該当するものをしようとする者は、当該届出

をする前に、市長と協議しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による協議（以下「事前協議」という。）があったときは、当該事前

協議に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しているかどうかを

判断し、その結果を規則で定めるところにより当該事前協議を行った者に対し、通知しなけ

ればならない。 

３ 市長は、事前協議に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しな

いと認めるときは、当該事前協議を行った者に対し、必要な指導又は助言をするものとする。 

４ 市長は、第２項の判断に当たり必要があると認めるときは、八戸市景観審議会の意見を聴

くことができる。 

５ 第２項の規定による通知を受けた者で法第16条第１項又は第２項の規定による届出をし

たものは、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、

その旨を市長に届け出なければならない。 

 

附 則 

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の八戸市景観条例（以下「改正後の条例」という。）第８条第２項

の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和２年７月31日までの



 －４７－ 

間に着手する行為のうち、この条例による改正前の八戸市景観条例第８条第１号の規定を適

用するものとした場合において届出を要しないこととされるものについては、適用しない。 

３ 改正後の条例第９条の２の規定は、施行日前に景観法（平成16年法律第110号）第16条第

１項の規定による届出を行った行為又は施行日から令和２年８月31日までの間に着手する

行為については、適用しない。 



 －４８－ 

 



 －４９－ 

議案第49号 

 

   八戸市事務分掌条例の一部を改正する条例の制定について 

 八戸市事務分掌条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  総合保健センターの供用開始に向けた組織体制の見直しに伴い、健康部所管の国民健康保

険及び国民年金並びに介護保険に関する事務を市民防災部に移管するものである。 

 



 －５０－ 

   八戸市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 

 八戸市事務分掌条例（昭和29年八戸市条例第19号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第８号を次のように改める。 

⑻ 健康部 

保健衛生に関すること。 

第２条第９号中オをキとし、イからエまでをエからカまでとし、アの次に次のように加える。 

  イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。 

ウ 介護保険に関すること。 

 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



 －５１－ 

議案第50号 

 

八戸市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例の一部を改正する条例の制定

について 

八戸市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  地方公務員法及び地方自治法の一部改正による会計年度任用職員制度の創設に伴い、給料

を支給される会計年度任用職員の補償基礎額を定めるためのものである。 



 －５２－ 

   八戸市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例の一部を改正する条例 

 

八戸市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等条例（昭和42年八戸市条例第41号）の

一部を次のように改正する。 

第２条の２第４号中「ない職員」の次に「（次号に規定する職員を除く。）」を加え、同条

に次の１号を加える。 

⑸ 給料を支給される職員 法第２条第４項に規定する平均給与額の例により補償を実施す

る機関が市長と協議して定める額 

 

附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第２条の２の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に

起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。 



 －５３－ 

議案第51号 

 

八戸市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市監査委員に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  決算審査等に係る意見の提出期限の見直しをするとともに、地方自治法の一部改正に伴う

規定の整理をするためのものである。 



 －５４－ 

八戸市監査委員に関する条例の一部を改正する条例 

 

八戸市監査委員に関する条例（昭和29年八戸市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「第243条の２第３項」を「第243条の２の２第３項」に改める。 

第７条を次のように改める。 

（意見の提出期限） 

第７条 法第233条第３項及び第241条第５項、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第５

条第３項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第

１項及び第22条第１項の規定による意見（同項の規定によるものにあっては、同法第２条第

１号ロに規定する法非適用企業に係るものに限る。）は、その審査に付された日から60日以

内に提出するように努めなければならない。 

２ 地方公営企業法第30条第４項及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項

の規定による意見（同項の規定によるものにあっては、同法第２条第１号イに規定する法適

用企業に係るものに限る。）は、その審査に付された日から90日以内に提出するように努め

なければならない。 

３ 法第243条の２の２第８項後段（地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。）

の規定による意見は、その意見を求められた日から30日以内に提出するように努めなければ

ならない。 

 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第52号 

 

   八戸市こども支援センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 八戸市こども支援センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  こども支援センターの位置を変更するためのものである。 
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   八戸市こども支援センター条例の一部を改正する条例 

  

 八戸市こども支援センター条例（平成27年八戸市条例第21号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「八戸市諏訪一丁目２番41号」を「八戸市田向三丁目６番１号」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和２年６月１日から施行する。 
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議案第53号 

 

八戸市中央卸売市場条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市中央卸売市場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

卸売市場法の一部改正に伴い、中央卸売市場における卸売業務の許可、売買取引及び決済

の方法等について所要の改正をし、卸売業者の委託手数料に係る届出等の義務を緩和するた

めのものである。 
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八戸市中央卸売市場条例の一部を改正する条例 

 

八戸市中央卸売市場条例（昭和52年八戸市条例第38号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５条」を「第６条」に、「第６条―第17条」を「第７条―第25条」に、「第18

条―第28条」を「第26条―第36条」に、「第29条―第32条」を「第37条―第40条」に、「第

33条―第41条」を「第41条―第49条」に、「第42条―第68条」を「第50条―第70条」に、

「第69条」を「第71条」に、「第70条―第77条」を「第72条―第79条」に、「第78条―第80

条」を「第80条―第83条」に、「及び市場取引委員会（第81条・第81条の２」を「（第84

条」に、「第82条―第87条」を「第85条―第90条」に改める。 

第１条を次のように改める。 

（趣旨） 

第１条 この条例は、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もっ

て市民等の生活の安定に資するため、中央卸売市場を設置し、その管理、監督処分等につい

て卸売市場法（昭和46年法律第35号。以下「法」という。）第４条第４項の規定に基づく

業務規程に定める事項のほか、必要な事項を定めるものとする。 

第２条（見出しを含む。）中「、位置及び面積」を「及び位置」に改め、同条の表中面積の

欄を削る。 

第５条第１項中「午前５時から午後３時」を「午前０時から午後12時」に改め、同条第２

項中「次条」を「第７条」に、「前項の開場時間」を「午前５時から午後３時まで」に改め、

同項に次のただし書を加える。 

ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めると

きは、これを臨時に変更することができる。 

第87条の見出しを「（委任）」に改め、同条を第90条とし、第82条から第86条までを３条

ずつ繰り下げる。 

「第７章 市場運営協議会及び市場取引委員会」を「第７章 市場運営協議会」に改める。 

第７章中第81条の２を削り、第81条の見出しを削り、同条を第84条とする。 

第80条第１項中「、変更」を「又は変更、当該行為をした役員の解任」に改め、「科し」

の次に「、卸売業務許可を取り消し」を加え、同条第２項中「、変更」を「又は変更、当該行

為をした役員の解任」に、「第20条第１項の許可」を「仲卸業務許可」に改め、同条第３項

中「、変更」を「又は変更、当該行為をした役員の解任」に、「第30条第１項」を「第38条

第１項」に改め、同条第４項中「、変更」を「又は変更、当該行為をした役員の解任」に、

「第35条第１項の許可」を「関連事業許可」に改め、同条第７項中「第23条第３項」を「第
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18条第３項」に改め、第６章中同条を第83条とする。 

第79条第４項中「関連事業者」の次に「、出荷者又は買出人」を加え、同項を同条第５項

とし、同条第１項から第３項までを１項ずつ繰り下げ、同条に第１項として次の１項を加える。 

市長は、卸売業者の財産の状況が規則で定める事項に該当する場合において、市場におけ

る卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に

対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。 

第79条を第82条とする。 

第78条第１項中「ときは、卸売業者、仲卸業者」を「ときは、取引参加者」に改め、同条

を第80条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（指導及び助言） 

第81条 市長は、遵守事項を遵守させるために必要があると認めるときは、取引参加者又は

関連事業者に対し、その業務又は会計に関し必要な指導及び助言をすることができる。 

第77条第２号中「第74条」を「第76条」に改め、第５章中同条を第79条とする。 

第76条第４項中「第71条ただし書」を「第73条ただし書」に、「つど」を「都度」に改め、

同条を第78条とし、第71条から第75条までを２条ずつ繰り下げる。 

第70条第５項中「第９条第２項」を「第14条第２項」に、「第10条から第12条」を「第15

条から第17条」に、「第３項の」を「第４項の」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４

項を同条第５項とし、同条第３項中「前項」を「第２項」に改め、同項を同条第４項とし、同

条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市場施設の使用を許可してはならない。 

⑴ 申請者（申請者が法人である場合にあっては、その業務を執行する役員）が暴力団員等

であるとき。 

⑵ 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している

とき。 

⑶ 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認めら

れるとき。 

第70条を第72条とする。 

第４章を次のように改める。 

第４章 卸売の業務に関する品質管理 

（物品の品質管理の方法） 

第71条 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、食品衛生法（昭和22年法律第233号）

その他の関係法令に即して卸売市場の業務に係る物品の品質管理を行わなければならない。 
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第68条を削り、第３章中第67条を第70条とする。 

第63条から第66条までを削る。 

第62条第１項中「第60条第１項」を「第65条第１項」に、「市場内の卸売場に掲示する」

を「インターネットの利用又は市場内への掲示等の適切な方法により公表する」に改め、同条

第２項中「第60条第２項」を「第65条第２項」に改め、同条を第67条とし、同条の次に次の

２条を加える。 

（決済の方法） 

第68条 市場において取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他

の決済の方法は、規則で定める。 

（決済の確保） 

第69条 取引参加者は、前条の規定により定められた方法により決済を行わなければならな

い。 

第61条の見出しを「（卸売業者による売買取引の結果等の公表）」に改め、同条第１項中

「卸売場の見やすい場所に掲示し」を「インターネットの利用その他の適切な方法により公表

し」に改め、同項第３号中「第48条第１項第１号ア及びウ、同項第２号、第３号並びに第４

号」を「第55条第１項ただし書」に改め、「市長の承認を受けて」を削り、同項第４号中

「第49条第１項第２号」を「第56条第１項第２号」に改め、同条第２項中「卸売価格を」の

次に「インターネットの利用その他の適切な方法により」を加え、同項第３号中「第48条第

１項各号」を「第55条第１項ただし書」に改め、「市長の承認を受けて」を削り、同項第４

号中「第49条第１項第２号」を「第56条第１項第２号」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 卸売業者は、規則で定めるところにより、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額

及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額（第53

条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。）をインタ

ーネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 

第61条を第66条とする。 

第60条第１項第３号中「第48条第１項第１号ア及びウ、同項第２号、第３号並びに第４号」

を「第55条第１項ただし書」に改め、「市長の承認を受けて」を削り、同項第４号中「第49条

第１項第２号」を「第56条第１項第２号」に改め、同条第２項中「高値」の次に「（最も高い

価格をいう。以下同じ。）」を、「中値」の次に「（最も卸売の数量が多い価格（個々の商品

ごとに価格を決定する品目については、加重平均価格）をいう。以下同じ。）」を、「安値」

の次に「（中値未満の価格のうち、最も卸売の数量が多い価格（個々の商品ごとに価格を決定

する品目については、最も低い価格）をいう。以下同じ。）」を加え、同項第３号中「第48条
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第１項各号」を「第55条第１項ただし書」に改め、「市長の承認を受けて」を削り、同項第４

号中「第49条第１項第２号」を「第56条第１項第２号」に改め、同条第３項中「係る金額」の

次に「をいう。以下同じ。）」を加え、「当該金額」を「当該卸売金額」に改め、「をい

う。）」を削り、同条を第65条とし、第59条を第64条とし、第58条を第63条とする。 

第57条第１項中「開設区域内」を「市内」に改め、同条第３項中「又は八戸市中央卸売市

場取引委員会」を削り、同項後段を削り、同条を第62条とする。 

第56条第２項第２号イ中「又は八戸市中央卸売市場取引委員会」を削り、同条を第61条と

し、第55条を第60条とする。 

第54条第１項中「第49条第１項第３号」を「第56条第１項第３号」に改め、同条を第59条

とする。 

第52条から第53条の２までを削る。 

第51条中「法第15条第１項の許可」を「卸売業務許可」に改め、同条を第58条とする。 

第50条中「その許可」を「卸売業務許可」に改め、同条を第57条とする。 

第49条第１項第１号中「開設区域内において」及び「（法第39条第１号の規定により農林

水産大臣が指定した場合を含む。）」を削り、同項第２号中「開設区域内において」を削り、

同項第３号中「又は八戸市中央卸売市場取引委員会」を削り、「認めた」を「認めて承認し

た」に改め、同条を第56条とする。 

第48条第１項第１号ウ中「開設区域外」を「市外」に改め、同項第２号イ中「又は八戸市

中央卸売市場取引委員会」を削り、同条を第55条とする。 

第47条を削る。 

第46条の見出しを「（卸売業者による差別的取扱いの禁止等）」に改め、同条第１項中

「売買参加者」の次に「その他の買受人」を加え、同条第２項中「その申込みが第53条第１

項の規定により承認を受けた受託契約約款によらないこと、その他の正当な理由が」を「規則

で定める正当な理由がある場合で」に改め、同条を第54条とする。 

第45条を削り、第44条を第52条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（卸売業者による売買取引の条件の公表） 

第53条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法

により公表しなければならない。 

⑴ 取扱品目 

⑵ 営業日及び営業時間 

⑶ 生鮮食料品等の引渡しの方法 

⑷ 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、
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内容及びその額 

⑸ 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法 

⑹ 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭（以

下「奨励金等」という。）の種類、内容及び額（交付基準を含む。） 

第43条第２項中「、承認した」を「承認した」に改め、同項第７号中「第48条第１項ただ

し書」を「第55条第１項ただし書」に改め、同条第４項中「卸売市場法施行規則（昭和46年

農林省令第52号）第２条の規定に基づき」を削り、「第81条の２」を「第84条」に、「八戸

市中央卸売市場取引委員会」を「八戸市中央卸売市場運営協議会」に改め、同条を第51条と

する。 

第42条中「市場における売買取引」を「取引参加者」に、「でなければ」を「に売買取引

を行わなければ」に改め、同条を第50条とする。 

第41条中「第27条」を「第35条」に、「第28条」を「第36条」に改め、「関連事業の業

務」と」の次に「、「第28条第４項第１号から第８号まで（第３号を除く。）」とあるのは

「第43条第３項第１号から第７号まで（第３号を除く。）」と」を加え、第２章第４節中同

条を第49条とし、第40条を第48条とする。 

第39条第２項中「第９条第２項」を「第14条第２項」に、「第10条から第12条」を「第15

条から第17条」に改め、同条を第47条とする。 

第38条第１項中「第35条第１項の許可」を「関連事業許可」に改め、同条を第46条とする。 

第37条の見出しを「（関連事業許可の取消し）」に改め、同条第１項中「関連事業の許

可」を「関連事業許可」に、「前条第１号若しくは第２号」を「第43条第３項第１号から第

７号まで（第３号を除く。）のいずれか」に、「第35条第１項の」を「その」に改め、同条

第２項各号列記以外の部分中「関連事業の許可」を「関連事業許可」に、「第35条第１項

の」を「その」に改め、同項第１号及び第２号中「第35条第１項の許可の通知」を「関連事

業許可」に改め、同条を第45条とする。 

第36条を削る。 

第35条第２項中「の許可」の次に「（以下「関連事業許可」という。）」を加え、同条に

次の２項を加える。 

３ 市長は、関連事業許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものと

する。 

⑴ 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。 

⑵ 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者

で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して
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３年を経過しないものであるとき。 

⑶ 申請者が第83条第４項の規定による関連事業許可の取消しを受け、その取消しの日か

ら起算して３年を経過しない者であるとき。 

⑷ 申請書が暴力団員等であるとき。 

⑸ 申請者が法人であってその業務を執行する役員のうちに前各号のいずれかに該当する者

があるとき。 

⑹ 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している

とき。 

⑺ 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認めら

れるとき。 

⑻ 申請者が業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であ

るとき。 

４ 関連事業許可の有効期間は、許可の日から起算して５年間とする。ただし、更新を妨げな

い。 

第35条を第43条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（関連事業許可の更新） 

第44条 関連事業者は、関連事業許可の有効期間満了の日後も引き続き関連事業を営もうと

するときは、関連事業許可の更新を受けなければならない。 

２ 前項の更新を受けようとする関連事業者は、有効期間の満了の日前60日から当該有効期

間の満了の日前30日までの間に、規則で定めるところにより、許可更新申請書を市長に提

出しなければならない。 

３ 前条第３項（第３号を除く。）の規定は、第１項の更新について準用する。 

第34条を第42条とする。 

第33条中「第35条第１項」を「第43条第１項」に改め、同条を第41条とする。 

第32条中「第30条第４項第１号若しくは第３号」を「第38条第４項第１号から第６号まで

（第２号を除く。）のいずれか」に改め、第２章第３節中同条を第40条とする。 

第31条第１項に次の１号を加える。 

⑸ 前条第４項第１号又は第３号から第６号までのいずれかに該当することとなったとき。 

第31条を第39条とする。 

第30条第４項第１号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を

「者」に改め、同項第４号中「第32条又は第80条第３項」を「第83条第３項」に改め、同号

を同項第７号とし、同項第３号の次に次の３号を加える。 
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⑷ 申請者が暴力団員等であるとき。 

⑸ 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している

とき。 

⑹ 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認めら

れるとき。 

第30条を第38条とし、第29条を第37条とする。 

第２章第２節中第28条を第36条とする。 

第27条第１項に次の１号を加える。 

⑹ 第28条第４項第１号から第８号まで（第３号を除く。）のいずれかに該当することと

なったとき。 

第27条を第35条とする。 

第26条を削る。 

第25条第３項中「前項」を「第１項」に、「あった」を「ある」に、「第20条第１項の許

可」を「仲卸業務許可」に改め、同条第５項中「第20条第４項」を「第28条第４項」に、

「第１項の許可」を「仲卸業務許可」に、「第25条第１項」を「第34条第１項」に改め、同

条を第34条とする。 

第24条の見出し及び同条第１項中「譲渡し」を「譲渡」に改め、同条第４項中「第20条第

４項」を「第28条第４項」に、「第１項の許可」を「仲卸業務許可」に、「第24条第１項」

を「第33条第１項」に改め、同条第５項中「譲渡し」を「譲渡」に改め、同条を第33条とす

る。 

第23条の見出しを「（仲卸業務許可の取消し）」に改め、同条第１項中「第20条第４項第

１号、第２号、第５号若しくは第６号」を「第28条第４項第１号から第８号まで（第３号を

除く。）」に改め、同条第２項第１号中「第20条第１項の許可の通知」を「仲卸業務許可」

に、「第21条第１項」を「第30条第１項」に改め、同項第２号中「第20条第１項の許可の通

知」を「仲卸業務許可」に改め、同条第３項中「陳述する」を「述べる」に改め、同条を第

32条とする。 

第22条第２項中「第９条第２項」を「第14条第２項」に、「第10条から第12条」を「第15

条から第17条」に改め、同条を第31条とする。 

第21条第１項中「前条第１項の許可」を「仲卸業務許可」に改め、同条を第30条とする。 

第20条第１項中「仲卸し」を「市場において仲卸し」に改め、同条第２項中「許可」の次

に「（以下「仲卸業務許可」という。）」を加え、同条第３項中「第１項の許可」を「仲卸業

務許可」に改め、同条第４項中「第１項の許可」を「仲卸業務許可」に改め、「同項の」を削
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り、同項第１号中「破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改

め、同項第３号中「市場の仲卸しの業務の許可」を「第83条第２項の規定による仲卸業務許

可」に改め、同項第４号を次のように改める。 

⑷ 申請者が暴力団員等であるとき。 

第20条第４項第６号中「第１号から第３号まで及び前号」を「前各号」に改め、同項中第

７号を第10号とし、第６号の次に次の３号を加える。 

⑺ 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している

とき。 

⑻ 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認めら

れるとき。 

⑼ 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しな

い者であるとき。 

第20条に次の１項を加える。 

５ 仲卸業務許可の有効期間は、許可の日から起算して５年間とする。ただし、更新を妨げな

い。 

第20条を第28条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（仲卸業務許可の更新） 

第29条 仲卸業者は、仲卸業務許可の有効期間満了の日後も引き続き市場における仲卸しの

業務を行おうとするときは、仲卸業務許可の更新を受けなければならない。 

２ 前項の更新を受けようとする仲卸業者は、有効期間の満了の日前60日から当該有効期間

の満了の日前30日までの間に、規則で定めるところにより、許可更新申請書を市長に提出

しなければならない。 

３ 前条第４項（第３号を除く。）の規定は、第１項の更新について準用する。 

第19条を第27条とする。 

第18条中「第20条第１項」を「第28条第１項」に改め、「市長が」を削り、同条を第26条

とする。 

第17条を削る。 

第16条第４号中「第80条第５項」を「第83条第５項」に改め、第２章第１節中同条を第25

条とする。 

第15条中「第13条第４項第１号」を「第22条第４項第１号」に改め、同条を第24条とし、

第14条を第23条とする。 

第13条第３項中「拒否する」を「しない」に改め、同条第４項第１号中「破産者で」を
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「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改め、同項第３号中「第15条又は

第80条第５項」を「第24条又は第83条第５項」に改め、同条第６項ただし書中「第15条若し

くは第80条第５項」を「第24条若しくは第83条第５項」に改め、同条を第22条とし、第12条

を第17条とし、同条の次に次の４条を加える。 

（卸売業務許可の取消し） 

第18条 市長は、卸売業者が第９条第４項第２号、第４号、第７号若しくは第８号のいずれ

かに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有

しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。 

２ 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことがで

きる。 

⑴ 正当な理由がないのに卸売業務許可を受けた日から起算して１月以内に第13条第１項

の保証金を預託しないとき。 

⑵ 正当な理由がないのに卸売業務許可を受けた日から起算して１月以内にその業務を開始

しないとき。 

⑶ 正当な理由がないのに引き続き１月以上その業務を休止したとき。 

⑷ 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。 

３ 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分の相手方に対し、相当な

期間を置いた上、期日、場所及び処分の原因となった理由を通知して公開による聴聞を行い、

その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

（卸売業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割） 

第19条 卸売業者が事業（市場における卸売の業務に係るものに限る。）の譲渡をする場合

において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人

は、卸売業者の地位を承継する。 

２ 卸売業者たる法人の合併の場合（卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売

業者たる法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合（市場における卸売業務を承継させ

る場合に限る。）において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後

存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、

卸売業者の地位を承継する。 

３ 第１項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を

市長に提出しなければならない。 

４ 第９条第４項の規定は、第１項又は第２項の認可について準用する。この場合において、

第９条第４項中「卸売業務許可の申請」とあるのは「第19条第１項又は第２項の認可の申
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請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合

併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と読

み替えるものとする。 

５ 第１項又は第２項の規定による卸売業者の事業の譲渡並びに合併及び分割による地位の承

継については、譲渡人又は合併前若しくは分割前の法人が使用指定を受けていた卸売場等の

施設の使用が当然に認められたものと解してはならない。 

（名称変更等の届出） 

第20条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け

出なければならない。 

⑴ 市場における卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。 

⑵ 名称又は住所を変更したとき。 

⑶ 資本金若しくは出資の額又は役員を変更したとき。 

⑷ 卸売の業務を廃止したとき。 

⑸ 第９条第４項第２号、第４号、第７号又は第８号のいずれかに該当することとなったと

き。 

⑹ その他規則で定める場合に該当するとき。 

２ 卸売業者が解散したときは、その清算人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければなら

ない。 

（事業報告書の提出） 

第21条 卸売業者は、卸売市場法施行規則（昭和46年農林省令第52号）第７条第１項に規定

するところにより、事業年度ごとに事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に

市長に提出しなければならない。 

２ 卸売業者は、前項の事業報告書のうち貸借対照表及び損益計算書について閲覧の申出があ

った場合は、次に掲げる正当な理由がある場合を除き、インターネットの利用、事務所にお

ける備置きその他の適切な方法により閲覧させなければならない。 

⑴ 当該卸売業者に対し、卸売のための販売委託又は販売をする見込みがないと認められる

者からの閲覧の申出がなされた場合 

⑵ 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的

による閲覧の申出と認められる場合 

⑶ 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合 

第11条を第16条とし、第10条を第15条とし、第９条を第14条とする。 

第８条第１項中「農林水産大臣から卸売の業務の許可」を「卸売業務許可」に改め、同条を
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第13条とし、第７条を第８条とし、同条の次に次の４条を加える。 

（卸売業務の許可） 

第９条 市場において卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可（以下「卸売業務許可」という。）は、第３条第１項に規定する取扱品目の部

類ごとに行う。 

３ 卸売業務許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書を市長に提

出しなければならない。 

４ 市長は、卸売業務許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはなら

ない。 

⑴ 申請者が法人でないとき。 

⑵ 申請者が、法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はそ

の刑の執行を受けることがなくなった日から起算して３年を経過しないものであるとき。 

⑶ 申請者が第83条第１項の規定による卸売業務許可の取消しを受け、その取消しの日か

ら起算して３年を経過しない者であるとき。 

⑷ 申請者の業務を執行する役員（以下「役員」という。）のうちに次のいずれかに該当す

る者があるとき。 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑

の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して３年を経

過しないもの 

ウ 第83条第１項の規定による卸売業務許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける

原因となった事項が発生した当時現にその法人の役員として在任した者（当該事項の発

生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。）で、その処分

の日から起算して３年を経過しないもの 

エ 第83条第１項の規定による解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべ

きものとされた者で、その処分の日から起算して３年を経過しないもの 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日か

ら５年を経過しない者（以下これらを「暴力団員等」という。） 

⑸ 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験を有しない者であるとき。 

⑹ 申請者の純資産額が、その申請に係る取扱品目の部類につき次条第２項の規定による純

資産基準額（その者が他の取扱品目の部類について卸売業務許可を受けているか又はその
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申請をしている場合にあっては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類につい

て次条第２項の純資産基準額を合算した額）を下っているとき。 

⑺ 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している

とき。 

⑻ 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認めら

れるとき。 

⑼ その卸売業務許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超え

ることとなるとき。 

５ 卸売業務許可の有効期間は、許可の日から起算して５年間とする。ただし、更新を妨げな

い。 

６ 市長は、申請者が第18条第２項の規定による卸売業務許可の取消しを受け、その取消し

の日から起算して１年を経過しない者であるときは、卸売業務許可をしないことができる。 

７ 第４項第６号の純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額とし、

規則で定めるところにより計算するものとする。 

（純資産額） 

第10条 卸売業者の純資産基準額は、取扱品目の部類ごとに、規則で定める。 

２ 市長は、卸売業者の純資産額が、その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類について前項

の規定により定められた純資産基準額（その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が２以上

ある場合にあっては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基

準額を合算した額）を下っていることが明らかとなったときは、当該卸売業者に対し、市場

における卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

３ 市長は、前項の規定による処分の日から起算して６月以内に、当該処分を受けた者から規

則で定めるところによりその純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となった旨の

申出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、当該処分を取り消

さなければならない。 

４ 市長は、第２項の規定による処分をした場合において、当該処分を受けた者から前項の期

間内に同項の申出がないとき、又は当該期間内に当該申出があっても市長がこれを相当と認

めることができないとき（当該期間内に２以上の申出があったときは、その申出の全てにつ

いて市長が相当と認めることができないとき）は、当該期間経過後遅滞なく、その者に係る

卸売業務許可を取り消さなければならない。 

５ 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなけれ

ばならない。 
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６ 前条第７項の規定は、第２項及び第３項の純資産額について準用する。 

（純資産額の報告等） 

第11条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎年２回、市長に対し、その純資産額を

報告しなければならない。 

２ 卸売業者は、規則で定めるところにより、市長が定める期間ごとに、市長に対し、規則で

定める財産の状況を記載した書類を提出しなければならない。 

３ 第９条第７項の規定は、第１項の純資産額について準用する。 

（卸売業務許可の更新） 

第12条 卸売業者は、卸売業務許可の有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売の業

務を行おうとするときは、卸売業務許可の更新を受けなければならない。 

２ 前項の更新を受けようとする卸売業者は、有効期間の満了の日前60日から当該有効期間

の満了の日前30日までの間に、規則で定めるところにより、許可更新申請書を市長に提出

しなければならない。 

３ 第９条第４項（第１号及び第３号を除く。）の規定は、第１項の更新について準用する。 

第６条中「法第15条第１項」を「第９条第１項」に、「農林水産大臣」を「市長」に改め、

同条を第７条とする。 

第１章中第５条の次に次の１条を加える。 

（差別的取扱いの禁止） 

第６条 市長は、市場の業務運営に関し、取引参加者（卸売業者、仲卸業者その他の市場にお

いて売買取引を行うものをいう。以下同じ。）及び関連事業者に対して、不当な差別的取扱

いをしてはならない。 

別表第１から別表第３までの規定中「第43条」を「第51条」に改める。 

別表第４中「第76条」を「第78条」に改め、同表仲卸業者市場使用料の項中「第56条第２

項」を「第61条第２項」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年６月21日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の八戸市中央卸売市場条例（以下「旧条

例」という。）第８条第１項、第21条第１項、第38条第１項又は第70条第３項の規定によ

る保証金（以下これらを「旧条例保証金」という。）を市長に預託している者が、それぞれ
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この条例による改正後の八戸市中央卸売市場条例（以下「新条例」という。）第13条第１

項、第30条第１項、第46条第１項又は第72条第４項の規定による保証金（以下これらを

「新条例保証金」という。）を預託する場合においては、当該旧条例保証金は、新条例保証

金とみなす。 

３ この条例の施行の際現に旧条例第30条第１項の規定による承認を受けている売買参加者

は、新条例第38条第１項の規定による承認を受けている者とみなす。この場合において、

当該売買参加者が旧条例第70条第２項の規定による市場施設の使用許可を受けているとき

は、新条例第72条第２項の規定による市場施設の使用許可を受けているものとみなす。 

４ この条例の施行の際現に旧条例第35条第１項の規定による許可を受けている関連事業者

は、新条例第43条第１項の規定による許可を受けている者とみなす。この場合において、

当該関連事業者が旧条例第70条第１項の規定による市場施設の使用指定を受けているとき

は、新条例第72条第１項の規定による市場施設の使用指定を受けているものとみなす。 

（準備行為） 

５ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことがで

きる。 
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議案第54号 

 

地方卸売市場八戸市魚市場条例の一部を改正する条例の制定について 

地方卸売市場八戸市魚市場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

卸売市場法の一部改正に伴い、魚市場における卸売業務の許可、売買取引及び決済の方法

等について所要の改正をするためのものである。 
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地方卸売市場八戸市魚市場条例の一部を改正する条例 

 

地方卸売市場八戸市魚市場条例（昭和47年八戸市条例第28号）の一部を次のように改正す

る。 

目次中「第６条」を「第６条の２」に、「第７条」を「第６条の３」に、「第18条」を

「第17条の２」に改める。 

第２条第１項中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改め、同条第２項中「法第58条第１項」

を「第６条の３」に、「青森県知事」を「市長」に改め、同条第３項中「魚介そう類」を「魚

介藻類」に改める。 

第３条の見出しを「（魚市場の名称及び位置）」に改め、同条中「、位置及び面積」を「及

び位置」に改め、同条の表中敷地面積の欄及び卸売場面積の欄を削る。 

第４条中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改め、同条第３号中「海そう類」を「海藻類」に

改める。 

第１章中第６条の次に次の１条を加える。 

（差別的取扱いの禁止） 

第６条の２ 市長は、魚市場の業務運営に関し、取引参加者（出荷者、卸売業者、買受人その

他の魚市場において売買取引を行う者をいう。以下同じ。）に対して、不当に差別的な取扱

いをしてはならない。 

第２章中第７条の前に次の５条を加える。 

（卸売業務の許可） 

第６条の３ 魚市場において卸売業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならな

い。 

（許可の基準） 

第６条の４ 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の許可を受けることができない。 

⑴ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

⑵ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の

執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して３年を経過し

ないもの 

⑶ 第６条の７の規定による許可の取消しの処分を受け、その処分の日から起算して３年を

経過しない者 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５
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年を経過しない者（以下これらを「暴力団員等」という。） 

⑸ 法人でその業務を執行する役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

⑹ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用している者 

⑺ その業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められる者 

⑻ 卸売業務を行う者として必要な知識、経験、資力及び信用を有しないと認められる者 

（卸売業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割） 

第６条の５ 卸売業者が事業（卸売業務に係るものに限る。）の譲渡をする場合において、譲

渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者

の地位を承継する。 

２ 卸売業者たる法人の合併の場合（卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売

業者たる法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合（卸売業務を承継させる場合に限

る。）において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法

人若しくは合併により設立された法人又は分割により卸売業務を承継した法人は、卸売業者

の地位を承継する。 

３ 第１項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を

市長に提出しなければならない。 

４ 前条の規定は、第１項又は第２項の認可について準用する。 

（卸売業務の相続） 

第６条の６ 卸売業者が死亡した場合において、相続人（相続人が２人以上ある場合において、

その協議により被相続人の行っていた卸売業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者。

以下同じ。）が被相続人の行っていた卸売業務を引き続き行おうとするときは、市長の認可

を受けなければならない。 

２ 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。 

３ 相続人が第１項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可を

する旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第６条

の３の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 

４ 第１項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提

出しなければならない。 

５ 第６条の４の規定は、第１項の認可について準用する。 

６ 第１項の認可を受けた者は、被相続人に係る卸売業者の地位を承継する。 

（許可の取消し等） 

第６条の７ 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、
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又は期間を定めて卸売業務の停止を命ずることができる。 

⑴ 第６条の４第１号から第７号まで（第３号を除く。）のいずれかに該当するに至ったと

き。 

⑵ 卸売業務を行うのに必要な資力及び信用を有しなくなったと認めるとき。 

⑶ 正当な理由がなくて、第６条の３の許可を受けた日から30日以内に卸売業務を開始し

ないとき、又は引き続き60日以上卸売業務を休止したとき。 

⑷ この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

第８条第２号中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改める。 

第９条第４項中「青森県知事から卸売業務の許可書の交付」を「第６条の３の許可」に改め

る。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（せり人の資格等） 

第９条の２ 卸売業者が魚市場において行う卸売のせり人は、せりを行うのに必要な経験及び

能力を有することその他の規則で定める要件を満たす者でなければならない。 

２ 卸売業者は、せり人を選定したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け

出なければならない。 

３ 卸売業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、規則で定めるところ

により、速やかに市長に届け出なければならない。 

第11条の見出し中「報告」の次に「及び公表」を加え、同条第２項中「前項の」を「第１

項及び第２項の規定による」に改め、同項を同条第６項とし、同条第１項中「毎日」を「毎開

場日、」に、「魚介そう類」を「魚介藻類」に、「価格に当該価格の消費税額及び地方消費税

額に相当する額を加えた金額をいう。）」を「金額をいう。以下同じ。）に当該卸売金額の消

費税及び地方消費税額に相当する額を加えた金額」に改め、同項を同条第２項とし、同項の次

に次の３項を加える。 

３ 卸売業者は、前２項の規定による報告を行ったときは、速やかにその報告内容を公表しな

ければならない。 

４ 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあ

っては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額（第17条の４の規定によりその条件

を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。）を公表するものとする。 

５ 市長は、第１項及び第２項の規定による報告に基づき、魚市場における毎開場日の卸売の

予定数量並びに卸売の数量及び卸売金額を公表するものとする。 

第11条に第１項として次の１項を加える。 
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卸売業者は、毎開場日、その日に取扱う魚介藻類の主要な品目の卸売予定数量を、販売開

始時刻までに市長に報告しなければならない。 

第12条の見出しを「（卸売業者の事業報告書の作成等）」に改め、同条第１項中「決算期

ごとに、遅滞なく当該決算に関する書類を」を「卸売市場法施行規則（昭和46年農林省令第

52号）第21条第１項に規定するところにより、事業年度ごとに事業報告書を作成し、当該事

業年度経過後90日以内に」に改め、同条第２項中「前項の書類」を「第１項の事業報告書」

に改め、「について」の次に「、卸売業者に」を加え、同項を同条第４項とし、同条第１項の

次に次の２項を加える。 

２ 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち貸借対

照表及び損益計算書の写しを作成し、１年間主たる事務所に備えて置かなければならない。 

３ 卸売業者は、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由が

なければこれを拒んではならない。 

⑴ 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる

者から閲覧の申出がなされた場合 

⑵ 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的

による閲覧の申出と認められる場合 

⑶ 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合 

第16条第１号及び第２号中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改める。 

第４章中第18条の前に次の３条を加える。 

（売買取引の原則） 

第17条の２ 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。 

（卸売業者による差別的取扱いの禁止） 

第17条の３ 卸売業者は、卸売業務に関し、出荷者又は買受人に対して不当に差別的な取扱

いをしてはならない。 

（卸売業者による売買取引の条件の公表） 

第17条の４ 卸売業者は、次に掲げる事項を取引の条件として定めたときは、インターネッ

トの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 

⑴ 営業日及び営業時間 

⑵ 取扱品目 

⑶ 魚介藻類の引渡しの方法 

⑷ 委託手数料その他の魚介藻類の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内

容及びその額 
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⑸ 魚介藻類の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法 

⑹ 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額（その交付の基準を含む。） 

第18条第５号及び第19条第１項中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改める。 

第21条中「（第11条第１項に規定する卸売金額から消費税額及び地方消費税額に相当する

額を除いた金額をいう。以下同じ。）」を削る。 

第22条の見出し中「支払い」を「支払」に改め、同条中「魚介そう類」を「魚介藻類」に、

「の翌日」を「から当事者間で決定した期日」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 卸売業者は、前項の仕切金を、現金又は口座振替その他の送金の方法により支払わなけれ

ばならない。 

第23条の見出し中「支払い」を「支払」に改め、同条中「魚介そう類」を「魚介藻類」に

改め、「その代金（」及び「とする。）」を削り、「受けると同時」を「受けた日から当事者

間で決定した支払期日まで」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による支払は、現金、送金その他の方法により行わなければならない。ただし、

卸売業者が市長の承認を受けて特別に支払方法を定めたときは、この限りでない。 

 第25条（見出しを含む。）及び第38条第１号中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改める。 

第39条第２項中「前項」を「前２項」に、「あたる」を「当たる」に改め、同項を同条第

３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、魚市場の秩序保持のため必要があると認めるときは、取引参加者に対し、指導及

び助言、是正の求めその他の措置をとることができる。 

 第41条及び第43条中「魚介そう類」を「魚介藻類」に改める。 

第45条第５項中「15人」の次に「以内」を加える。 

別表第１中 

「       

 倉庫使用料 3.3 平 方 メ

ートル １

月につき 

300円 〃 〃 

 を 

 食堂使用料 

売店使用料 

〃 850円 〃 〃 

      」 
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「       

 倉庫使用料 3.3 平 方 メ

ートル １

月につき 

300円 〃 〃 

 に、 

      」 

「       

 流動海水氷

＿ 200 キ ロ

グラムまで

ごとに 

640円 毎月１日から10日までの

分 当月15日 

毎月11日から20日までの

分 当月25日 

毎月21日からその月の末

日までの分 翌月５日 

 を 

  

    」   

「       

 流動海水氷

＿ 100 キ ロ

グラムまで

ごとに 

320円 翌月20日 

 に改める。 

  

    」   

 

附 則 

１ この条例は、令和２年６月21日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に改正前の第９条第１項に規定する卸売業者保証金（以下「旧条例

保証金」という。）を市長に納付している者が、引き続き改正後の第６条の３の規定による

許可を受けて卸売業者保証金を納付する場合においては、当該旧条例保証金は、改正後の第

９条第１項に規定する卸売業者保証金とみなす。 

３ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことがで

きる。 



 －８０－ 
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議案第55号 

 

   八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害弔慰金等支給審査委員会を設置

するためのものである。 
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八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 八戸市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年八戸市条例第26号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中「第５章 雑則（第16条）」を 
「第５章 災害弔慰金等支給審査委員会（第16条） 

第６章 雑則（第17条）           」 

に改める。 

 第16条の見出しを「（委任）」に改め、同条を第17条とする。 

 第５章を第６章とし、第４章の次に次の１章を加える。 

   第５章 災害弔慰金等支給審査委員会 

第16条 法第18条の規定に基づき、八戸市災害弔慰金等支給審査委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。 

２ 委員会は、市長の諮問に応じ、第３条の規定による災害弔慰金の支給及び第９条の規定に

よる災害障害見舞金の支給に関し必要な事項を調査審議し、その結果を答申する。 

３ 前２項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。 

  

   附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年八戸市条例第26号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１及び別表第２中「民生委員推薦会の委員」を 

「民生委員推薦会の委員 

災害弔慰金等支給審査委員会の委員」
に改める。 
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議案第56号 

 

   八戸市福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 八戸市福祉センター条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  使用料に冷房料を加えるとともに、結婚式場を廃止して事務室を設置し、その使用料を定

めるためのものである。 
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八戸市福祉センター条例の一部を改正する条例 

 

 八戸市福祉センター条例（昭和53年八戸市条例第37号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「暖房料」を「冷暖房料」に改め、同表結婚式場の項を削り、同表中 

「                 

 料理講習室 2,250  2,250  2,480  4,500  4,740  7,000  160  を 

                」 
 
「                 

 料理講習室 2,250  2,250  2,480  4,500  4,740  7,000  160  

に 

 事務室 １年につき使用面積に１㎡当たり7,000円を乗じて得た額 

                」 

改める。 

 別表備考中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 事務室の使用期間が、１年に満たないときは月割計算により、１月に満たないときは１月

を30日とする日割計算により計算する。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行

する。 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことがで

きる。 
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議案第57号 

 

八戸市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

八戸市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  社会福祉法の一部改正に伴い、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めるた

めのものである。 
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八戸市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

目次 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 基本方針（第３条） 

 第３章 設備及び運営に関する基準（第４条―第32条） 

 附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第68条の５

第１項の規定に基づき、無料低額宿泊所（法第２条第３項第８号に規定する生計困難者のた

めに、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる

事業を行う施設をいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（無料低額宿泊所の範囲） 

第２条 無料低額宿泊所は、次に掲げる事項を満たすものとする。ただし、他の法令により必

要な規制が行われている等事業の主たる目的が、生計困難者のために、無料又は低額な料金

で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させるものでないことが明らかで

ある場合は、この限りでない。 

 ⑴ 次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。 

  ア 入居の対象者を生計困難者に限定していること（明示的に限定していない場合であっ

ても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。）。 

イ 入居者の総数に占める生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する

被保護者（以下「被保護者」という。）の数の割合が、おおむね50パーセント以上で

あり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。 

ウ 入居者の総数に占める被保護者の数の割合が、おおむね50パーセント以上であり、

利用料（居室使用料及び共益費を除く。）を受領してサービスを提供していること（サ

ービスを提供する事業者が人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有す

る場合を含む。）。 

⑵ 居室使用料が無料又は生活保護法第８条に規定する厚生労働大臣の定める基準（同法第

11条第３号に規定する住宅扶助に係るものに限る。）に基づく額以下であること。 

   第２章 基本方針 

（基本方針） 
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第３条 無料低額宿泊所は、入居者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、現に住居を求めている生計困難者につき、無料又は低額な料金で、居室その

他の設備を利用させるとともに、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう必要なサービスを適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、入居者の意思及び人格を尊重して、常に当該入居者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めなければならない。 

３ 無料低額宿泊所は、基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居者の心身の状況、

その置かれている環境等に照らし、当該入居者が独立して日常生活を営むことができるか常

に把握しなければならない。 

４ 無料低額宿泊所は、独立して日常生活を営むことができると認められる入居者に対し、当

該入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入居者の円滑な退居の

ための必要な援助に努めなければならない。 

５ 無料低額宿泊所は、地域との結び付きを重視した運営を行い、市、生計困難者の福祉を増

進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との連携に努めなければならない。 

   第３章 設備及び運営に関する基準 

（構造設備等の一般原則） 

第４条 無料低額宿泊所の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生に関

する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

（設備の専用） 

第５条 無料低額宿泊所の設備は、専ら当該無料低額宿泊所の用に供するものでなければなら

ない。ただし、入居者に提供するサービスに支障がない場合は、この限りでない。 

（職員等の資格要件） 

第６条 無料低額宿泊所の長（以下「施設長」という。）は、法第19条第１項各号のいずれ

かに該当する者若しくは社会福祉事業等に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力

を有すると認められる者でなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員（施設長を除く。）が、できる限り法第

19条第１項各号のいずれかに該当する者とするよう努めるものとする。 

３ 無料低額宿泊所の職員（施設長を含む。第21条を除き、以下同じ。）その他の無料低額

宿泊所の運営に携わる者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日

から５年を経過しない者であってはならない。 
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（運営規程） 

第７条 無料低額宿泊所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以下

「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

⑴ 施設の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶ 入居定員 

⑷ 入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑹ 非常災害対策 

⑺ その他施設の運営に関する重要事項 

２  無料低額宿泊所は、前項に規定する運営規程を定め、又は変更したときは、市長に届け

出なければならない。 

（非常災害対策） 

第８条 無料低額宿泊所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、

非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、

それらを定期的に職員に周知しなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、非常災害に備えるため、少なくとも１年に１回以上、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

（記録の整備） 

第９条 無料低額宿泊所は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなら

ない。 

２ 無料低額宿泊所は、入居者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、

その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴ 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑵ 第30条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

⑶ 第31条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

（規模） 

第10条 無料低額宿泊所は、５人以上の人員を入居させることができる規模を有するもので

なければならない。 

（サテライト型住居の設置） 

第11条 無料低額宿泊所は、本体となる施設（入居定員が５人以上10人以下のものに限る。

以下この条において「本体施設」という。）と一体的に運営される附属施設であって、利用
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期間が原則として１年以下のもの（入居定員が４人以下のものに限る。以下「サテライト型

住居」という。）を設置することができる。 

２ サテライト型住居は、本体施設からおおむね20分で移動できる範囲に設置する等、入居

者へのサービス提供に支障がないものとする。 

３ 一の本体施設に附属することができるサテライト型住居の数は、次の各号に掲げる職員配

置の基準に応じ、それぞれ当該各号に定める数とする。 

  ⑴ 第６条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のみ ４以下 

  ⑵ 第６条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のほか１人以上 ８以下 

４ 無料低額宿泊所（サテライト型住居を設置するものに限る。）の入居定員の合計は、次の

各号に掲げる職員配置の基準に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。 

  ⑴ 第６条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のみ 20人以下 

  ⑵ 第６条第１項及び第３項の要件を満たす者が施設長のほか１人以上 40人以下 

５ 無料低額宿泊所（サテライト型住居を設置するものに限る。）は、サテライト型住居につ

いて、第９条各項に規定する記録のほか、第20条の規定による状況把握の実施に係る記録

を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（設備の基準） 

第12条 無料低額宿泊所の建物は、建築基準法（昭和25年法律第201号）の規定を遵守するも

のでなければならない。 

２ 無料低額宿泊所の建物は、消防法（昭和23年法律第186号）の規定を遵守するものでなけ

ればならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、無料低額宿泊所は、消火器の設置、自動火災報知設備等の防火

に係る設備の整備に努めなければならない。 

４ 無料低額宿泊所には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、法第62条第１

項に規定する社会福祉施設その他の施設の設備を利用することにより、当該無料低額宿泊所

の効果的な運営を期待することができる場合であって、入居者に提供するサービスに支障が

ないときは、その一部を設けないことができる。 

⑴ 居室 

⑵ 炊事設備 

⑶ 洗面所 

⑷ 便所 

⑸ 浴室     

⑹ 洗濯室又は洗濯場 
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５ 無料低額宿泊所には、必要に応じ、次に掲げる設備その他の施設の円滑な運営に資する設

備を設けなければならない。 

⑴ 共用室 

⑵ 相談室 

⑶ 食堂 

６ 第４項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 居室 

  ア 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者がその者と生計を一にする配偶

者その他の親族と同居する等、２人以上で入居させることがサービスの提供上必要と認

められる場合は、この限りでない。 

  イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 一の居室の床面積（収納設備を除く。）は、7.43平方メートル以上とすること。た

だし、地域の事情によりこれにより難い場合にあっては、4.95平方メートル以上とす

ること。 

  エ 居室の扉は、堅固なものとし、居室ごとに設けること。 

    オ 出入口は、屋外、廊下又は広間のいずれかに直接面して設けること。 

    カ 各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。 

 ⑵ 炊事設備 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

  ⑶ 洗面所 入居定員に適したものを設けること。 

  ⑷ 便所 入居定員に適したものを設けること。 

  ⑸ 浴室  

    ア 入居定員に適したものを設けること。 

    イ 浴槽を設けること。 

  ⑹ 洗濯室又は洗濯場 入居定員に適したものを設けること。 

（職員配置の基準） 

第13条 無料低額宿泊所に置くべき職員の員数は、入居者の数及び提供するサービスの内容

に応じた適当数とし、そのうち１人は施設長としなければならない。 

２ 当該無料低額宿泊所が生活保護法第30条第１項ただし書に規定する日常生活支援住居施

設（以下「日常生活支援住居施設」という。）に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、

日常生活支援住居施設としての職員配置の要件を満たさなければならない。 

（入居申込者に対する説明、契約等） 

第14条 無料低額宿泊所は、居室の利用その他のサービスの提供の開始に際しては、あらか
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じめ、入居申込者に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制、当該サービスの内容及び費

用その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付

して説明を行うとともに、居室の利用に係る契約とそれ以外のサービスの提供に係る契約を

それぞれ文書により締結しなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、前項の契約又は当該契約の更新において、契約期間（１年以内のもの

に限る。ただし、居室の利用に係る契約については、建物の賃貸借契約（借地借家法（平成

３年法律第90号）第38条の規定による定期建物賃貸借を除く。）の場合は、１年とす

る。）及び解約に関する事項を定めなければならない。 

３ 無料低額宿泊所は、前項の契約期間の満了前に、あらかじめ入居者の意向を確認するとと

もに、法第14条の規定に基づき市が設置する福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」と

いう。）その他の関係機関と、当該入居者が継続して無料低額宿泊所を利用する必要性につ

いて協議しなければならない。 

４ 無料低額宿泊所は、第２項の解約に関する事項において、入居者の権利を不当に狭めるよ

うな条件を定めてはならない。 

５  無料低額宿泊所は、第２項の解約に関する事項において、入居者が解約を申し入れたと

きは、速やかに当該契約を終了する旨を定めなければならない。 

６ 無料低額宿泊所は、第１項の契約又は当該契約の更新において、入居申込者に対し、保証

人を立てさせてはならない。 

７ 無料低額宿泊所は、入居申込者からの申出があった場合には、第１項の規定による文書の

交付に代えて、第10項で定めるところにより、当該入居申込者の承諾を得て、当該文書に

記すべき重要事項及び第２項の事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」とい

う。）により提供することができる。この場合において、当該無料低額宿泊所は、当該文書

を交付したものとみなす。 

 ⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と入居申込者の使用に係る電子計算機とを接

続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録する方法 

  イ 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第１項の

重要事項及び第２項の事項を電気通信回線を通じて入居申込者の閲覧に供し、当該入居

申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項等を記録する方法

（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、
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無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方

法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項の重要事項及び第２項

の事項を記録したものを交付する方法 

８ 前項に掲げる方法は、入居申込者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成す

ることができるものでなければならない。 

９ 第７項第１号の電子情報処理組織とは、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と、入居

申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

10 無料低額宿泊所は、第７項の規定により第１項の重要事項及び第２項の事項を提供しよ

うとするときは、あらかじめ、当該入居申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の

種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

⑴ 第７項各号に規定する方法のうち無料低額宿泊所が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

11 前項の規定による承諾を得た無料低額宿泊所は、当該入居申込者から文書又は電磁的方

法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入居申込者に対し、

第１項の重要事項及び第２項の事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、

当該入居申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

（入退居） 

第15条 無料低額宿泊所は、入居予定者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活の状

況等の把握に努めなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、入居者の心身の状況、入居中に提供することができるサービスの内容

等に照らし、無料低額宿泊所において日常生活を営むことが困難となったと認められる入居

者に対し、その者の希望、その者が退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の

状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受ける

ことができるよう必要な援助に努めなければならない。 

３ 無料低額宿泊所は、入居者の退居に係る援助に際しては、福祉事務所その他の関係機関、

相談等の支援を行う保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努

めなければならない。 

 （利用料の受領） 

第16条 無料低額宿泊所は、入居者から利用料として、次に掲げる費用（第７号については、

当該無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設である場合に限る。）を受領することができる。 



 －９３－ 

⑴ 食事の提供に要する費用 

  ⑵ 居室使用料 

  ⑶ 共益費 

  ⑷ 光熱水費  

  ⑸ 日用品費  

  ⑹ 基本サービス費 

  ⑺ 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用 

２ 前項各号に掲げる利用料の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 食事の提供に要する費用 食材費及び調理等に関する費用に相当する金額とすること。 

⑵ 居室使用料 

  ア  当該無料低額宿泊所の整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当する額

等を基礎として合理的に算定された金額とすること。 

  イ アに規定する金額以外に、敷金、権利金、謝金等の金品を受領しないこと。 

 ⑶ 共益費 共用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用に相当する

金額とすること。 

 ⑷ 光熱水費 居室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とすること。 

 ⑸ 日用品費 入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額とすること。 

 ⑹ 基本サービス費 入居者の状況把握等の業務に係る人件費、事務費等に相当する金額と

すること。 

 ⑺ 入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用 

  ア 人件費、事務費等（前号の基本サービス費に係るものを除く。）に相当する金額とす

ること。 

  イ 日常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。 

（サービス提供の方針） 

第17条 無料低額宿泊所は、入居者の健康保持に努めるほか、当該入居者が安心して生き生

きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、

生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、入居者にとって当該無料低額宿泊所全体が１つの住居であることに鑑

み、入居者が共用部分を円滑に使用できるよう配慮した運営を行わなければならない。 

３ 無料低額宿泊所は、プライバシーの確保に配慮した運営を行わなければならない。 

４ 無料低額宿泊所の職員は、入居者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行う

ことを旨とし、当該入居者に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解し
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やすいように説明を行わなければならない。 

（食事） 

第18条 無料低額宿泊所は、入居者に食事を提供する場合、量及び栄養並びに当該入居者の

心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

（入浴） 

第19条 無料低額宿泊所は、入居者に対し１日に１回の頻度で入浴の機会を提供しなければ

ならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ、当該入居者に対し当該事

情の説明を行うことにより、１週間に３回以上の頻度とすることができる。 

（状況把握） 

第20条 無料低額宿泊所は、原則として１日に１回以上、入居者に対し居室への訪問等の方

法による状況把握を行わなければならない。 

（施設長の責務） 

第21条 施設長は、無料低額宿泊所の職員の管理、入退居に係る調整、業務の実施状況の把

握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

（職員の責務） 

第22条 無料低額宿泊所の職員は、入居者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必

要な支援を行わなければならない。 

（勤務体制の確保等） 

第23条 無料低額宿泊所は、入居者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務

体制を整備しておかなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければな

らない。 

３ 無料低額宿泊所は、職員の処遇について、労働に関する法令の規定を遵守するとともに、

職員の待遇の向上に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第24条 無料低額宿泊所は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただ

し、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（衛生管理等） 

第25条 無料低額宿泊所は、入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所において感染症、食中毒又は害虫が発生し、又は
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まん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 （日常生活に係る金銭管理） 

第26条 入居者の金銭の管理は、当該入居者本人が行うことを原則とする。ただし、金銭の

適切な管理を行うことに支障がある入居者であって、無料低額宿泊所による金銭の管理を希

望するものに対し、次に掲げるところにより無料低額宿泊所が、日常生活に係る金銭を管理

することを妨げない。 

 ⑴ 成年後見制度その他の金銭の管理に係る制度をできる限り活用すること。 

 ⑵ 無料低額宿泊所が管理する金銭は、当該入居者に係る金銭及びこれに準ずるもの（これ

らの運用により生じた収益を含む。以下この条において「金銭等」という。）であって、

日常生活を営むために必要な金額に限ること。 

 ⑶ 金銭等を無料低額宿泊所が有する他の財産と区分すること。 

 ⑷ 金銭等は当該入居者の意思を尊重して管理すること。 

 ⑸  第14条第１項に規定する契約とは別に、当該入居者の日常生活に係る金銭等の管理に

係る事項のみを内容とする契約を締結すること。 

 ⑹ 金銭等の出納を行う場合は、無料低額宿泊所の職員が２人以上で確認を行う等の適切な

体制を整備すること。 

 ⑺ 入居者ごとに金銭等の収支の状況を明らかにする帳簿を整備するとともに、収支の記録

について定期的に入居者本人に報告を行うこと。 

 ⑻ 当該入居者が退居する場合には、速やかに、管理する金銭等を当該入居者に返還するこ

と。 

 ⑼ 金銭等の詳細な管理方法、入居者本人に対する収支の記録の報告方法等について管理規

程を定めること。 

 ⑽ 前号の管理規程を定め、又は変更したときは、市長に届け出ること。 

 ⑾ 当該入居者が被保護者である場合は、当該入居者の金銭等の管理に係る契約の締結時又

は変更時には、福祉事務所にその旨の報告を行うこと。 

 ⑿ 金銭等の管理の状況について、市長の求めに応じて速やかに報告できる体制を整えてお

くこと。 

（掲示及び公表） 

第27条 無料低額宿泊所は、入居者の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制

その他入居者のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示しなければならない。 

２ 無料低額宿泊所は、運営規程を公表するとともに、毎会計年度終了後３月以内に、貸借対

照表、損益計算書等の収支の状況に係る書類を公表しなければならない。 
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（秘密保持等） 

第28条 無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者の秘密を

漏らしてはならない。 

２ 無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業

務上知り得た入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

（広告） 

第29条 無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所について広告をする場合は、その内容が虚

偽又は誇大なものであってはならない。 

（苦情への対応） 

第30条 無料低額宿泊所は、その提供したサービスに関する入居者の苦情に迅速かつ適切に

対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 無料低額宿泊所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければ

ならない。 

３ 無料低額宿泊所は、その提供したサービスに関し、市長から指導又は助言を受けた場合は、

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 無料低額宿泊所は、市長の求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなけ

ればならない。 

５ 無料低額宿泊所は、法第83条に規定する運営適正化委員会が行う法第85条第１項の規定

による調査にできる限り協力しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第31条 無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、

速やかに市、当該入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 無料低額宿泊所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけれ

ばならない。 

３ 無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（サテライト型住居に係る設備の基準等の規定の適用） 

第32条 第12条第３項から第５項までの規定は、サテライト型住居ごとに適用する。 

 

附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第11条及び第32条の規定は、令

和４年４月１日から施行する。 

 （居室に関する経過措置） 

２ この条例の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の

一部を改正する法律（平成30年法律第44号）第５条の規定による改正前の法第69条第１項

の規定による届出がなされている無料低額宿泊所が、事業の用に供している建物（基本的な

設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された

部分を除く。）については、第12条第６項第１号ア及びエからカまでの規定は、この条例

の施行後３年間は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の

一部を改正する法律第５条の規定による改正前の法第69条第１項の規定による届出がなさ

れている無料低額宿泊所が、平成27年６月30日において事業の用に供していた建物（基本

的な設備が完成しているものを含み、平成27年７月１日以降に増築され、又は全面的に改

築された部分を除く。）の居室のうち、第12条第６項第１号ウに規定する基準を満たさな

いものについては、同号ウの規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる事項を満たすことを

条件として、無料低額宿泊所としての利用に供することができる。 

  ⑴ 居室の床面積が、収納設備等を除き、3.3平方メートル以上であること。 

  ⑵ 入居予定者に対し、あらかじめ、居室の床面積が第12条第６項第１号ウに規定する基

準を満たさないことを記した文書を交付して説明を行い、同意を得ること。 

  ⑶ 入居者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。 

  ⑷ 第12条第５項第１号の規定にかかわらず、共用室を設けること。 

  ⑸ 居室の床面積の改善についての計画を、市長と協議の上作成すること。 

  ⑹ 前号の規定により作成した計画を市長に提出するとともに、段階的かつ計画的に第12

条第６項第１号ウに規定する基準を満たすよう必要な改善を行うこと。 

４ 前項の建物については、同項第５号の規定による必要な改善が図られない限り、新たな居

室の増築はできない。 
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議案第58号 

 

八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

する条例の制定について 

八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、教育及び保育に従事する職員数の基準に係る特例の期限を５年間延長するためのもので

ある。 

 



 －１００－

八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

八戸市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成28年八戸

市条例第58号）の一部を次のように改正する。 

附則第４項中「平成32年３月31日」を「令和７年３月31日」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第59号 

 

八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

放課後児童支援員の資格に係る特例の期限を３年間延長するためのものである。 
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八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

 

八戸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年八戸

市条例第33号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「平成32年３月31日」を「令和５年３月31日」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第60号 

 

八戸市総合保健センター条例の制定について 

八戸市総合保健センター条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

総合保健センターを設置し、その管理について必要な事項を定めるためのものである。 
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八戸市総合保健センター条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、保健、医療、福祉及び教育に関する活動の場を提供することにより、市

民の健康づくりの推進及び福祉の増進を図るため、総合保健センターを設置し、その管理に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 （総合保健センターの名称及び位置） 

第２条 総合保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

⑴ 名称 八戸市総合保健センター 

⑵ 位置 八戸市田向三丁目６番１号 

（使用の許可及び条件） 

第３条 八戸市総合保健センター（以下「センター」という。）を使用しようとする者は、市

長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用

について条件を付けることができる。 

（使用制限） 

第４条 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可し

ない。 

⑴ 風俗又は公益を害するおそれがあると認めるとき。 

⑵ 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。 

⑶ センターの管理に支障があると認めるとき。 

⑷ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認める

とき。 

⑸ その他市長が不適当と認めるとき。 

（使用条件の変更等） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用条件を変更し、又は

その使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。 

⑴ この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。 

⑵ 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。 

⑶ 使用の許可後前条各号いずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったと

き。 

⑷ 公益上やむを得ない理由が生じたとき。 
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２ 前項の規定（第４号の場合は、災害等による緊急の必要があるときに限る。）により使用

条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消した場合において、当該変

更、停止又は取消しにより、第３条第１項の規定によりセンターの使用許可を受けた者（以

下「使用者」という。）に損害を及ぼすことがあっても、市はその賠償の責めを負わない。 

（使用料） 

第６条 センターの使用料（以下「使用料」という。）は、別表のとおりとする。 

２ 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。 

（使用料の還付） 

第７条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その

全部又は一部を還付することができる。 

⑴ 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 

⑵ 第５条第１項第４号の規定により使用の許可を取り消したとき。 

⑶ 規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別な理由があると認めるとき

は、その申請により使用料を減額し、又は免除することができる。 

（目的外使用等の禁止） 

第９条 使用者は、センターの施設又は附属設備を、その許可を受けた目的以外の目的に使用

し、又はその権利を他に転貸し、若しくは譲渡してはならない。 

（特別設備の設置等の許可） 

第10条 使用者がセンターの使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入を

しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（秩序保持） 

第11条 使用者は、センターの秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。 

２ 使用者及び入館者は、常に係員の指示に従わなければならない。 

（入館の拒否等） 

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、退館を命じ、

又はその他の必要な措置をとることができる。 

⑴ 感染性疾患があると認められる者 

⑵ センターの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者 

⑶ 係員の指示に従わない者 
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⑷ その他管理上入館を不適当と認める者 

（使用者の原状回復義務） 

第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は第５条第１項の規定により使用を停止さ

れたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して

返還しなければならない。ただし、同項第４号の場合において、市長がその義務を免除した

ときは、この限りでない。 

２ 使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者か

らその費用を徴収する。 

（損害賠償） 

第14条 センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従

ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。 

（委任） 

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和２年６月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行

する。 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことがで

きる。 

別表（第６条関係） 

使用料 

⑴ 大ホール等を使用する場合 

区    分 
金  額 

（１時間当たり） 

   円 

大ホール 入場料を徴収しない場合 平日 2,260 

 土曜日 

休日 

2,710 

1,000円以下の入場料を徴

収する場合 

平日 2,490 

土曜日 

休日 

2,980 

 1,001円以上3,000円以下

の入場料を徴収する場合 

平日 2,710 

 土曜日 

休日 

3,250 
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 3,001円以上の入場料を徴

収する場合 

平日 3,390 

 土曜日 

休日 

4,070 

会議室１  350 

会議室２  350 

共用スペース 健康プロムナード 占用して使用する場合に限り、

１平方メートルにつき6.9円 メインロビー 

設備、器具等 市長が定める額 

備考 

１ 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す

る休日をいう。 

２ 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物１

回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、

その最高額とする。 

３ 入場料を徴収しないが、大ホール、会議室又は共用スペースを、営業、宣伝その他

これらに類する目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の150に相当する

額とする。 

４ この表に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 

⑵ 事務室を使用する場合 

区    分 金  額 

事務室１ 月額 172,880円 

事務室２ 月額 123,740円 

備考 使用期間が１月に満たないときは、１月を30日とする日割計算により計算する。こ

の場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 
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議案第61号 

 

八戸市休日夜間急病診療所条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市休日夜間急病診療所条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

休日夜間急病診療所の位置を変更し、その他規定の整備をするためのものである。 
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八戸市休日夜間急病診療所条例の一部を改正する条例 

 

八戸市休日夜間急病診療所条例（昭和60年八戸市条例第28号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条の見出しを「（休日夜間急病診療所の名称及び位置）」に改め、同条第２号中「八戸

市根城八丁目８番39号」を「八戸市田向三丁目６番１号」に改める。 

 第８条の見出しを「（委任）」に改め、同条を第９条とする。 

 第７条の次に次の１条を加える。 

 （損害賠償） 

第８条 診療所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従って

これを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。 

 

   附 則 

この条例は、令和２年６月１日から施行する。 
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議案第62号 

 

八戸市休日歯科診療所条例の制定について 

八戸市休日歯科診療所条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

休日歯科診療所を設置し、その管理について必要な事項を定めるためのものである。 
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八戸市休日歯科診療所条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、休日における歯科急病患者に対し応急的な診療を行うため、休日歯科診

療所を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。 

（休日歯科診療所の名称及び位置） 

第２条 休日歯科診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

⑴ 名称 八戸市休日歯科診療所 

⑵ 位置 八戸市田向三丁目６番１号 

（使用料及び手数料） 

第３条 八戸市休日歯科診療所（以下「診療所」という。）において診療を受ける者又は診断

書の交付を受ける者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。 

２ 使用料の額は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第２歯科診

療報酬点数表により算定した額とする。 

３ 手数料の額は、次の各号に掲げる診断書の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 詳細な診断書 １通につき5,500円 

⑵ その他の診断書 １通につき2,750円 

（損害賠償） 

第４条 診療所の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従って

これを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。 

（委任） 

第５条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

この条例は、令和２年６月１日から施行する。 
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議案第63号 

 

八戸市保健所条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市保健所条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

保健所の位置を変更するためのものである。 
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八戸市保健所条例の一部を改正する条例 

 

 八戸市保健所条例（平成28年八戸市条例第78号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表中「八戸市内丸一丁目１番１号」を「八戸市田向三丁目６番１号」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、令和２年６月１日から施行する。 
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議案第64号 

 

   八戸市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

 八戸市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  食品衛生法の一部改正に伴い、公衆衛生上講ずべき措置に関する基準を廃止するためのも

のである。 
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   八戸市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 

 

 八戸市食品衛生法施行条例（平成28年八戸市条例第87号）の一部を次のように改正する。 

 第３条を削り、第４条を第３条とする。 

 別表第１及び別表第２を削る。 

 

   附 則 

１ この条例は、令和２年６月１日から施行する。 

２ 食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年法律第46号）附則第５条に規定する公衆

衛生上必要な措置については、同条の規定により、同法附則第３条に規定する旧食品衛生法

第50条第２項の規定により定められた基準によることとされている間は、なお従前の例に

よる。 
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議案第65号 

 

八戸市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例の制定について 

八戸市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、動物愛護管理担当職員を設置するた

めのものである。 
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   八戸市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号。以下「法」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（動物愛護管理員） 

第２条 法第37条の３第１項に規定する動物愛護管理担当職員として、動物愛護管理員を置

く。 

２ 動物愛護管理員は、市長が職員のうちから命ずる。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、令和２年６月１日から施行する。 
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議案第66号 

 

   八戸市立市民病院事業の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 八戸市立市民病院事業の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  緩和ケア病棟の設置に伴い、一般病床の増床をするためのものである。 
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   八戸市立市民病院事業の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例 

  

 八戸市立市民病院事業の設置及び経営の基本に関する条例（昭和41年八戸市条例第57号）

の一部を次のように改正する。 

 第５条第３項の表中「552床」を「572床」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和２年５月27日から施行する。 
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議案第67号 

 

八戸市浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  浄化槽法の一部改正に伴い、浄化槽保守点検業者による浄化槽管理士に対する研修の機会

の確保に関する事項を定めるためのものである。 
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八戸市浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例 

 

八戸市浄化槽保守点検業者登録条例（平成28年八戸市条例第92号）の一部を次のように改

正する。 

第12条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、浄化槽管理士に浄化槽の保守点検の

業務に関する研修を受けさせるよう努めなければならない。 

第15条第１項第４号中「第12条」を「第12条第１項、第３項若しくは第４項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第68号 

 

八戸市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市営住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

市営住宅の入居手続における連帯保証人を不要とし、敷金及び入居者が負担する修繕費用

並びに市営住宅管理人に係る規定の整備その他所要の改正をするためのものである。 
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八戸市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

八戸市営住宅条例（平成９年八戸市条例第62号）の一部を次のように改正する。 

第11条第１項ただし書を削り、同項第１号を次のように改める。 

⑴ 規則で定める請書を提出すること。 

第22条第２項ただし書を次のように改める。 

ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金が

あるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。 

第23条第１項中「畳の表替え、ふすまの張替え、壁、天井等の塗替え、破損ガラスの取替

え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、錠その他附帯施設の構造上重要でない部分の」を「次

条第１項第５号に規定する」に改め、同条第３項を削り、同条第４項中「第２項」を「前項」

に改め、同項を同条第３項とし、同条に次の１項を加える。 

４ 借上げに係る市営住宅等の修繕に要する費用における前２項の規定の適用については、第

２項中「市の」とあるのは「市又は当該市営住宅等の所有者の」と、前項中「市長」とある

のは「市長又は当該市営住宅等の所有者」とする。 

第24条第１項中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

⑸ 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、換気扇フィルターの取替えその他規則で定める

修繕に要する費用 

第24条に次の２項を加える。 

４ 第１項第５号の費用のうち、市長が入居者に負担させることが適当でないと認めるものに

ついては、市がその一部又は全部を負担することができる。 

５ 借上げに係る市営住宅等の修繕に要する費用における前項の規定の適用については、同項

中「市長」とあるのは「市長又は当該市営住宅等の所有者」と、「市が」とあるのは「市又

は当該市営住宅等の所有者が」とする。 

第30条第２項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

第45条第３項及び第４項を削る。 

 

附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第11条第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後

に市営住宅の入居者として決定された者及び施行日前に市営住宅の入居者として決定された

者のうち連帯保証人の死亡その他特別の事情があると市長が認めるもの（以下「特定入居
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者」という。）について適用し、施行日前に市営住宅の入居者として決定された者（特定入

居者を除く。）については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第30条第２項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る利息について適用

し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。 

 



 －１２６－



 －１２７－

議案第69号 

 

八戸市地域特別賃貸住宅条例等の一部を改正する条例の制定について 

八戸市地域特別賃貸住宅条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

地域特別賃貸住宅等の入居手続における連帯保証人を不要とし、敷金及び入居者が負担す

る修繕費用に係る規定の整備その他所要の改正をするためのものである。 

 



 －１２８－

八戸市地域特別賃貸住宅条例等の一部を改正する条例 

 

（八戸市地域特別賃貸住宅条例の一部改正） 

第１条 八戸市地域特別賃貸住宅条例（平成17年八戸市条例第75号）の一部を次のように改

正する。 

第10条第１項第１号を次のように改める。 

⑴ 規則で定める請書を提出すること。 

第19条第２項ただし書を次のように改める。 

ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金

があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。 

第20条第１項中「畳の表替え、ふすまの張替え、壁、天井等の塗替え、破損ガラスの取

替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、錠その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕

に要する」を「次条第１項第４号に掲げる」に改める。 

第21条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、換気扇フィルターの取替えその他規則で定め

る修繕に要する費用 

第21条に次の１項を加える。 

２ 前項第４号の費用のうち、市長が入居者に負担させることが適当でないと認めるものに

ついては、市がその一部又は全部を負担することができる。 

第29条第１項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

（八戸市特定公共賃貸住宅条例の一部改正） 

第２条 八戸市特定公共賃貸住宅条例（平成17年八戸市条例第76号）の一部を次のように改

正する。 

第11条第１項第１号を次のように改める。 

⑴ 規則で定める請書を提出すること。 

第20条第２項ただし書を次のように改める。 

ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金

があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。 

第21条第１項中「畳の表替え、ふすまの張替え、壁、天井等の塗替え、破損ガラスの取

替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、錠その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕

に要する」を「次条第１項第４号に掲げる」に改める。 

第22条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 
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⑷ 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、換気扇フィルターの取替えその他規則で定め

る修繕に要する費用 

第22条に次の１項を加える。 

２ 前項第４号の費用のうち、市長が入居者に負担させることが適当でないと認めるものに

ついては、市がその一部又は全部を負担することができる。 

第30条第１項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

（八戸市若者定住促進賃貸住宅条例の一部改正） 

第３条 八戸市若者定住促進賃貸住宅条例（平成17年八戸市条例第77号）の一部を次のよう

に改正する。 

第11条第１項第１号を次のように改める。 

⑴ 規則で定める請書を提出すること。 

第17条第２項ただし書を次のように改める。 

ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金

があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。 

第18条第１項中「畳の表替え、ふすまの張替え、壁、天井等の塗替え、破損ガラスの取

替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、錠その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕

に要する」を「次条第１項第４号に掲げる」に改める。 

第19条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、換気扇フィルターの取替えその他規則で定め

る修繕に要する費用 

第19条に次の１項を加える。 

２ 前項第４号の費用のうち、市長が入居者に負担させることが適当でないと認めるものに

ついては、市がその一部又は全部を負担することができる。 

第27条第１項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の八戸市地域特別賃貸住宅条例（以下「改正後の地域特別賃貸

住宅条例」という。）第10条第１項第１号、第２条の規定による改正後の八戸市特定公共

賃貸住宅条例（以下「改正後の特定公共賃貸住宅条例」という。）第11条第１項第１号及

び第３条の規定による改正後の八戸市若者定住促進賃貸住宅条例（以下「改正後の若者定住

促進賃貸住宅条例」という。）第11条第１項第１号の規定は、この条例の施行の日（以下
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「施行日」という。）以後に地域特別賃貸住宅、特定公共賃貸住宅又は若者定住促進賃貸住

宅（以下「地域特別賃貸住宅等」という。）の入居者として決定された者及び施行日前に地

域特別賃貸住宅等の入居者として決定された者のうち連帯保証人の死亡その他やむを得ない

事情があると市長が認めるもの（以下「特定入居者」という。）について適用し、施行日前

に地域特別賃貸住宅等の入居者として決定された者（特定入居者を除く。）については、な

お従前の例による。 

３ 改正後の地域特別賃貸住宅条例第29条第１項、改正後の特定公共賃貸住宅条例第30条第

１項及び改正後の若者定住促進賃貸住宅条例第27条第１項の規定は、施行日以後に到来し

た支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、な

お従前の例による。 
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議案第70号 

 

八戸市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市特別会計条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

八戸市都市計画駐車場特別会計の名称を八戸市駐車場特別会計に改めるためのものである。 

 



 －１３２－

八戸市特別会計条例の一部を改正する条例 

 

八戸市特別会計条例（昭和38年八戸市条例第43号）の一部を次のように改正する。 

第２条第６号及び第３条第６号中「八戸市都市計画駐車場特別会計」を「八戸市駐車場特別

会計」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度の会計から適用する。 
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議案第71号 

 

包括外部監査契約の締結について 

包括外部監査契約を別紙のとおり締結する。 

 

令和２年２月27日 提出 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

地方自治法第252条の36第１項の規定により、包括外部監査契約を締結するためのもので

ある。 
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１ 契約の目的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期  令和２年４月１日 

３ 契 約 額  13,200,000円を上限とする額 

４ 契 約 者 

⑴ 住所 岩手県盛岡市盛岡駅前通２番10-306号 

⑵ 氏名 荒 谷 祐 介 

⑶ 資格 公認会計士 



 －１３５－

議案第72号 

 

青森県新産業都市建設事業団に委託すべき事業に関する計画の一部変更に係る協議につ

いて 

 青森県新産業都市建設事業団に委託すべき事業に関する計画を別紙のとおり変更することに

ついて、青森県及び関係市町と協議する。 

 

  令和２年２月27日 提出 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

理 由 

  青森県新産業都市建設事業団の令和２年度における一般管理費の設置団体の負担額を定め

るため、事業計画の一部変更について協議するものである。 
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 昭和３９年３月１９日提出議案第５９号をもって議決を経た「事業計画」の一部を次のとお

り変更する。 

 第一の４の（５７）の次に次のように加える。 

（５８）令和２年度において負担する額 

青 森 県 ２，８８０，０００円 

八 戸 市 １，６７４，０００円 

十 和 田 市 ３２９，０００円 

三 沢 市 ２０２，０００円 

六 戸 町 ９５，０００円 

東 北 町 １５０，０００円 

お い ら せ 町 １４１，０００円 

五 戸 町 １３８，０００円 

南 部 町 １５１，０００円 

   計 ５，７６０，０００円 
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